
旭区連合自治会町内会連絡協議会４月定例会 
 
 
 
 
 
１ 警察・消防からのお知らせ 

資料 

番号 
議題 配布先 

1-1 

旭警察署からのお知らせ（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします 

◆生活安全ニュース、交通ニュース等を同封しますので、ご覧ください。 

◆問合せ先 旭警察署生活安全課・交通課（TEL：361-0110） 

単会

会長 

1-2 

旭消防署からのお知らせ（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします 

◆火災・救急状況及び消防訓練の消防職員派遣依頼等を同封しますので、ご覧くだ

さい。 

◆問合せ先 旭消防署総務・予防課（TEL：951-0119） 

単会

会長 

 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 
資料 

番号 
議題 配布先 

2-1 

初期消火器具設置費用の一部補助について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきの上、単位会長様への周知をお願いします。 

単位会長：定例会等でご検討いただき、申請する場合は消防署にご相談の上、申

請を行ってください。 

◆消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置する費用の一部を補助する事業

を行っており、令和７年度も４月から受付を開始します。 

◆申請期間 ４月１日（火）から９月 30日（火）まで 

◆問合せ先 旭消防署総務・予防課（TEL：951-0119） 

単位

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和７年４月 18 日（金） 

午前 10 時 00分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

2-2 

敬老パスの新たな取組について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆敬老特別乗車証（以下：敬老パス）は、高齢者の社会参加を支援することを目的

に、市内にお住まいの 70 歳以上の希望される方に、所得等に応じた負担金をお支払

いいただき交付しています。このたび、敬老パスに関する新たな取組を開始します

のでお知らせしますとともに、周知にご協力をお願いします。 

①令和７年４月１日以降に、75 歳以上で運転免許証の返納した場合に、令和７年 10

月１以降の敬老パスが３年間無料の対象となります。 

②地域の身近な公共交通として、一部の地域で運行しているワゴン型バスなどが、令 

和７年 10 月１日以降、敬老パスの提示により半額程度で利用できるようになります。 

◆掲出期間 ９月 30日（火）まで 

◆問合せ先 健康福祉局高齢健康福祉課（TEL：671-2406） 

掲示 

2-3 

「横浜市みんなのおでかけ交通事業」について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆誰もが移動しやすい環境を整えていくため、地域公共交通を「増やす」取組として

「横浜市地域交通サポート事業」に代わる新たな制度として「横浜市みんなのおでか

け交通事業」を創設し、令和７年度から運用を開始しましたので情報提供します。 

◆問合せ先 都市整備局地域交通推進課（TEL：671-3800） 

単会

会長 

2-4 

新たな「横浜市地震防災戦略」について（事業説明） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を強化するため、

地震防災戦略を刷新しました。12 月に素案を公表し、市民意見募集でのご意見等を

踏まえ「横浜市地震防災戦略」として、このたび取りまとめることができましたの

で、その内容をご報告します。 

◆問合せ先 総務局防災企画課（TEL：671-4096） 

単会

会長 

2-5 

戸籍氏名の振り仮名記載について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆戸籍法の改正に伴って、行政手続きのデジタル化の推進等のために戸籍の氏名に

振り仮名が記載されるようになります。全国一斉に開始される事務についてご承知

おきいただくと共に、定例会等で会員あて情報提供をお願いします。 

◆問合せ先 市民局窓口サービス課（TEL：671-2176） 

単位

会長 

 

 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

2-6 

令和７年執行 参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙における投票管理者等の推

薦について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合でとりまとめ後、資料１-１「当日投票所 投票管理者・立会人

推薦書」及び 資料２-１「期日前投票所 投票立会人推薦書」をご提出

ください。 

◆参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙について、当日投票所の投票管理者・立会

人及び期日前投票所の立会人の推薦について御協力をお願いします。 

◆提出期限 ５月 21日（水） 

◆問合せ先 旭区選挙管理委員会（旭区総務課統計選挙係兼任）（TEL：954-6012） 

連長 

2-7 

自治会町内会館整備について（事業説明） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助

対象経費 100万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編

成に向けた事前申出を募集します。指定する期日までに必要書類を区役所地域振興

課までご提出ください（公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申

出が必要です）。 

◆申込期限 ７月７日（月） 

◆問合せ先 市民局地域活動推進課（TEL：671-2317） 

単会

会長 

2-8 

GREEN×EXPO 2027 の機運醸成について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆ 令和７年３月 19日に実施した「GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会」にお

いて、公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会から、最新の会場計画及び新た

に出展（店）者 145者が発表されましたので、お知らせします。 

◆問合せ先 脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課（TEL：671-4627） 

単会

会長 

 

 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 
資料 

番号 
議題 配布先 

3-1 

旧上瀬谷通信施設地区における R7 年度の工事について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

◆GREEN×EXPO 2027 に向けて R７年度に新たに着手する工事および現在進めている

工事の進捗状況をお知らせします。 

◆問合せ先 脱炭素・GREEN×EXPO 推進局上瀬谷整備推進課課（TEL：900-0702） 

連長 

 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

3-2 

令和６年度日本赤十字社会費募集結果報告について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和６年度日本赤十字社会費募集結果について報告します。 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

連長 

3-3 

令和７年度日本赤十字社会員増強運動（会費募集）の納入について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和７年度の日本赤十字社会費への納入について依頼します。 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

別送 

3-4 

令和７年度旭区更生保護協会会費の納入について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：会費募集及び納入にご協力をお願いします。 

◆令和７年度の旭区更生保護協会会費への納入について依頼します。 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

別送 

3-5 

第５期旭区福祉保健計画 地区別計画の策定について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：原稿の作成・提出にあたり、計画推進組織から連合自治会町内会長に内

容の共有がございますので、ご協力をお願いします。 

◆第５期旭区地域福祉保健計画（きらっとあさひプラン）［推進期間：令和８年度から

令和１２年度まで］の策定にあたり、各地区の計画推進組織に対し、地区別計画の原

稿作成を依頼します。 

◆提出期限 ９月 30日（火） 

◆問合せ先 旭区福祉保健課（TEL：954-6143） 

連長 

3-6 

広げよう、ＳＤＧｓの輪！令和７年度 旭区ＳＤＧｓ月間 エントリー行事を募集

について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆「旭区ＳＤＧｓ月間（８・９・10 月）」にエントリーしていただける、行事・イベ

ント・活動などを募集しています。自治会町内会で開催する様々な行事をエントリ

ーしていただき、ＳＤＧｓの輪を、一緒に広げましょう！ 

◆エントリー期間 ４月 18日(金)から７月 20日(日)まで 

◆問合せ先 旭区区政推進課（TEL：954-6027） 

単位

会長 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

3-7 

旭区子育てポータルサイト「あさひっ子もり」がリニューアルオープンしまし

た！～横浜市子育て応援サイト「パマトコ」を 120％活用！～（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆旭区子育てポータルサイト「あさひっ子もり」では、出産・育児についての手続き

案内や相談窓口、区内の子育て情報をご紹介しています。この度、「親子の居場所」

のページを拡充させ、横浜市子育て応援サイト「パマトコ」と連携するサイトとし

て、４月１日にリニューアルオープンします。今後、旭区内のより身近な子育て情報

をわかりやすく発信すると同時に、「パマトコ」を 120％活用できるサイトとして、双

方の掲載情報を充実していきます。ぜひご活用ください。 

◆問合せ先 旭区こども家庭支援課（TEL：954-6151） 

掲示 

3-8 

よこはまくらしナビの掲示依頼について（掲出依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆今年度より消費生活推進員制度を休止させていただきましたため、今後の啓発の一

環としてよこはまくらしナビの掲示をご依頼させていただきます。 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6091） 

掲示 

3-9 

令和７年度「旭区タウンミーティング」の実施について（依頼） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆地域課題について地域と区役所がともに考え、協働していくことを目的に「旭区

タウンミーティング」を実施します。開催希望地区を募るとともに、要望の収受に

ついてお知らせします。 

◆提出期限 原則開催希望日の２か月前まで 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6028） 

単位

会長 

 

 

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 
資料 

番号 
議題 配布先 

4-1 

広報紙「保護司会だより旭第 44 号」の配布について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：ご承知おきください。 

◆旭保護司会広報紙「保護司会だより旭第 44号」を発行しましたので、情報提供し

ます。 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

単会

会長 

 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

4-2 

「あさひ安全・安心かわら版」について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。また、連合自治会町内会

会長の皆様も御登録をお願いします。 

単位会長：自治会町内会長の皆様も御登録をお願いします。 

◆「あさひ安全安心かわら版（※）」について、登録をお願いします。 

※携帯電話またはパソコンの「メールアドレス」を登録するだけで、旭区内の安全・

安心に関する各種情報をメールで受信できるシステム 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6007） 

単会

会長 

4-3 

令和７年度「全国瞬時警報システム（J アラート）」一斉情報伝達試験の実施に

ついて（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

単位会長：定例会等で情報提供・周知をお願いします。 

◆令和７年度の全国瞬時警報システム（J アラート）一斉情報伝達試験の実施につい

て、年間の予定をお知らせします。 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6007） 

単会

会長 

4-4 

「緊急時情報伝達システム」の登録について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：連合自治会町内会会長の皆様に御登録をお願いしています。 

単位会長：自治会町内会長の皆様に御登録をお願いしています。 

◆「緊急時情報伝達システム（※）」について、登録をお願いします。 

※避難指示等が発令された際に、対象地域の住民へ速やかに情報をお伝えするため、

事前に登録いただいた電話番号へ音声情報を発信するシステム 

◆報告期限 「登録用紙」にて、５月 30日（金）までに報告をお願いします。 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6007） 

単会

会長 

4-5 

「あさひ青指だより第 95 号」の自治会町内会掲示板への掲出について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

単位会長：掲示板に掲出をお願いします。 

◆青少年指導員連絡協議会が「あさひ青指だより第 95号」及び掲示用チラシを発行

しました。青少年指導員の活動について区民の皆様にご案内するため、各自治会町

内会掲示板でチラシの掲出を依頼します。 

◆掲出期間 掲示板の状況に合わせて各地区ご対応ください。 

◆問合せ先 旭区地域振興課（TEL：954-6099） 

掲示 

4-6 

広報紙「更女だよりあさひ」第 12 号の発行について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

◆旭区更生保護女性会広報紙「更女だよりあさひ」第 12号を発行しましたので、情

報提供します。 

◆問合せ先 旭区社会福祉協議会（TEL：392-1123） 

連長 

 

 

 



資料 

番号 
議題 配布先 

4-7 

各種表彰の受賞者について（情報提供） 
◆お願いしたいこと 

地区連長：ご承知おきください。 

◆各種表彰制度に基づく受賞者の方々の顕著な活動等を広く地域にお知らせするた

め、各種受賞者一覧表を作成しましたのでご承知おきください。 

◆問合せ先 旭区総務課（TEL：954-6005） 

連長 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

(１) 鶴ヶ峰地区だより（第33号）    ※鶴ヶ峰地区町内会連合会 広報紙 

(２) 鶴ヶ峰地区社協だより（第２号） ※鶴ヶ峰地区社会福祉協議会 広報紙 

(３) ふくほしらね（第35号）     ※白根地区町内会自治会連合会 広報紙 

(４) 今宿地区だより（第40号）    ※今宿地区町内会自治会連合会 広報紙 

(５) みんなの若葉台（No.476）    ※若葉台連合自治会 広報紙 

(６) ささのだいニュース（Vol.52）  ※笹野台地区連合自治会 広報紙 

 

 

 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会５月定例会 

日 時：令和７年５月 19 日（月） 午前 10 時 00 分から 

場 所：公会堂講堂（旭区役所４階） 

【定例会結果報告はこちら】  

旭区連会ホームページに掲載しております！ 
「定例会資料」のページをご確認ください。 

旭区連会ホームページを開設しました！ 

自治会町内会の活動紹介や、地域活動を行う上で役に立つ旭区関連の情報など掲載しています。 
ぜひご覧ください。 

 【URL】 
https://rarea.events/features/asahikurenkai_yokohama 

※右の二次元バーコードからもご覧いただけます 

















３ 月 １ 日
３ 月 １ 日
３ 月 ７ 日 共同住宅敷地内

３ 月１０日 都市公園

３ 月１４日
３ 月１８日
３ 月２３日

　　　

堆肥（木くず）50㎥及び塩ビ版ひさし各焼損 調査中

屋外用ソーラーライト焼損 調査中

　　　　　　旭区内火災発生状況　（３月中　：　７件　）

月日 場所 用途 被害状況 出火原因

桐が作 雑木林 切り株１株若干焼損 放火の疑い

空地鶴ヶ峰一丁目

火災状況

6,284 56,760

令和７年１月１日から令和７年３月31日まで
項　　　　目 旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内
区分／年数 令和７年 令和６年 増△減 令和７年 令和６年 増△減

負傷者（人） 2 2 0 36 28 8
11

72
1,665 267

△ 1

170

10△ 11

調査中枯草及び防草シート４㎡焼損

47.6 △ 2.5 708.4 698.7 9.7
（備考）令和６年の数値は速報値であり、確定値ではありません。

救急状況
救急件数（件） 4,018 4,283 △ 265 63,044

１日当たりの出場件数（件） 45.1

火災件数（件）
焼損床面積（㎡）

死者（人）

今宿西町

上川井町

専用住宅敷地内

その他

2427815
1,932△ 9913334

今宿南町 共同住宅 居室の床及び雑物並びにベランダの物置及び雑物若干焼損 調査中

今宿東町 枯草若干焼損 調査中

大池町 草刈り機１基及び枯草若干焼損 調査中

区連会 資料１-２旭消防署からのお知らせ

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 予防係 電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

自治会町内会の消防訓練の依頼ができます。

依頼受付後、担当の消防職員から、ご連絡します。



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁目

鶴ヶ峰本町二丁目

鶴ヶ峰本町三丁目

件

件 件

件

令和７年町丁別火災発生状況
令和７年１月１日から令和７年3月31日まで

署所別 町　丁　別 小計
火　　災　　種　　別

署所別 町　丁　別 小計
火　　災　　種　　別

建　物車　両林　野その他 建　物車　両林　野その他

1
白根三丁目 左近山

柏町
1

白根六丁目
2

白根八丁目
白根七丁目

若葉台
上川井町

中白根一丁目 若葉台二丁目
若葉台一丁目

1 1

中白根二丁目 1 1 2 若葉台三丁目
中白根三丁目 若葉台四丁目 1 1

三反田町
市　沢

11
鶴ヶ峰二丁目

金が谷一丁目
金が谷二丁目

7 今宿西町 1 1

本　署

今宿東町 2 1 1

西川島町
本村町

笹野台三丁目

今宿一丁目

笹野台二丁目 1 1

さちが丘

さちが丘 中沢一丁目
笹野台四丁目今宿南町 1 1

東希望が丘 中沢二丁目

中尾一丁目

矢指町善部町
1 中尾二丁目0 二俣川１丁目

川井宿町 1 1

都　岡

川井本町

都岡町 1 1

上白根一丁目

8 0 0 7

その他

件
建物 車両 林野

※１　地区連合未加入・高速道路等を含みます。上白根三丁目
3 上白根二丁目

鶴ヶ峰地区町内会連合会 1 希望が丘南地区連合自治会

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会 ３月 累計 自治会・町内会 ３月 累計

旭北地区連合自治会 万騎が原連合自治会
白根地区町内会自治会連合会 1 さちが丘地区連合自治会

今宿地区町内会自治会連合会 3 4 二俣川ニュ－タウン連合町内会
上白根連合自治会 二俣川地区連合自治会

合　　　　　計 7 15

【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９

希望が丘東地区連合自治会 地区連合未加入・高速道路等 2 3
希望が丘連合自治会 市沢地区連合町内会
笹野台地区連合自治会 1 左近山連合自治会
若葉台連合自治会 1 旭南部地区連合自治会 1 1
川井地区町内会自治会連合会 1 3 旭中央地区連合町内会

今宿町

15合計

四季美台
今川町

中希望が丘
南希望が丘

上白根町

下川井町

今  宿

1

桐が作 1

川島町
白根町
白根一丁目

白根四丁目
白根五丁目

中白根四丁目
鶴ヶ峰一丁目

白根二丁目

1

本宿町
南本宿町
二俣川２丁目

万騎が原
大池町

市沢町

小高町
金が谷

今宿二丁目
笹野台一丁目

中沢三丁目

南本宿

1

2



初期消火器具設置費用の一部補助について【周知依頼】 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ お願いしたいこと 

【地区連長】ご承知おきの上、単位会長様への周知をお願い致します。 

【単位会長】申請を行う場合は、申請書に必要事項を記入の上、９月 30 日（火）までに消

防署に御提出をお願い致します。 

 

３ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単位自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大の恐れがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

４ 申請方法 

 (1)  受付期間：令和７年４月１日（火）～９月 30日（火） 

 (2)  申請方法：申請書に必要事項を記入の上、消防署に御提出をお願い致します。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロードまたは消防署でお渡しします。 

 

 

○「横浜市 初期消火器具」で検索    ○２次元コード 

 

 

 

 

 

 

 

区連会 資料 ２－１ 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）

とスタンドパイプ式初期消火器具（可搬式）

の２種類があり、消防車が進入できない道路

狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火

栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活

動を行うことができる消火器具です。特にス

タンドパイプ式初期消火器具は機動性に優

れ、容易に取り扱うことができます。 初期消火箱（固定式） 
スタンドパイプ式 

初期消火器具(可搬式) 

裏 面 あ り 



５ 補助の対象経費 

  今年度も引き続き、①初期消火器具の新規設置又は器材全ての更新設置の場合、②消防

用ホースなどの器材の一部更新や、既に自治会町内会が所有している初期消火箱への新た

な資機材（スタンドパイプや台車等）を追加する場合の補助を行います。 

また、令和７年度からは、③横浜市密集市街地における地震火災対策計画で定める「重点

対策地域」に該当する町丁目に初期消火器具を新規設置する場合、初期消火器具の整備に要

する経費（税込金額）の 10分の９に相当する額（上限 27万円）を補助するメニューを新た

に追加します。 

 

 整備内容 補助の対象経費 

① 
初期消火器具の新規設置又は器材

全ての更新設置の場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限 20万円/１件） 

② 
初期消火器具の一部更新設置※１の

場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限７万円/１件） 

③ 

「重点対策地域」に該当する町丁目

に初期消火器具を新規設置する場合 

※旭区内には重点対策地域はござい

ません。 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

９/10に相当する額（上限 27万円/１件） 

 

※ 申請要件や書類等のお問い合わせは、下記消防署担当者へご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 
旭消防署総務・予防課予防係 
担当 藤井・辻 
電話/FAX 045-951-0119 
 



 

 

第１号様式（第５条第２項）

横浜市長 

 

 

 

 

団体名

住所 

代表者職・氏名 

電話 （ ） 

 

年 月 日 

 

初期消火器具整備費補助金交付申請書 

 
初期消火器具を整備するため、初期消火器具整備費補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて申請します。なお、補助金の交付にあたっては、横浜市補助金等の交付に関

する規則（平成 17 年 11 月 30 日横浜市規則第 139 号）及び初期消火器具整備費補助金

交付要綱を遵守します。 

 

１ 整備種別 □  初期消火箱 、 □ スタンドパイプ式初期消火器具 

２ 整備内容 □  新規設置 、 □ 更新設置 、 □ 一部更新設置 

３ 整備費用総額  円  

 

４ 

 

設置場所 

 区  

 

５ 設置場所周辺の状況等 

□ 地域に消火栓がある （初期消火箱の場合 直近 ｍに消火栓あり） 

□ 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある 

□ 定期的に訓練を実施する 

 

６ 申請理由 

 

 

 

７ 添付書類 

□ 見積書の写し 

□ 初期消火器具設置位置図 

□ 土地及び施設の使用承諾・許可書等の写し 



 

 

 

敬老パスの新たな取組について【事業説明】 

 

１ 事業の趣旨 

  敬老特別乗車証（以下：敬老パス）は、高齢者の社会参加を支援することを目的に、市内

にお住まいの 70 歳以上の希望される方に、所得等に応じた負担金をお支払いいただき交

付しています。 

このたび、敬老パスに関する新たな取組を開始しますのでお知らせしますとともに、周知

にご協力をお願いします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】チラシ（Ａ４両面の表面）について掲示板への掲出をお願いします。 

掲示期間：令和７年９月 30日まで 

※貼替を希望の場合には、その旨区の高齢・障害支援課あてにご連絡ください。 

 

３ 新たな取組の概要 

(1) 75 歳以上で運転免許証を自主返納した人に、敬老パスを３年間無料で交付します 

免許証返納後の外出をお支えするため、令和７年４月１日以降に 75 歳以上になって 

から運転免許証を自主返納し、敬老パスを申請した方に、令和７年 10 月１日以降、敬老

パスを３年間無料で交付します。 

※申請には、警察署等で免許証返納時に交付される、「申請による運転免許の取消通知書」

が必要です。 

(2) 敬老パスの対象交通機関が増えます 

10 月１日より、地域の身近な公共交通として、一部の地域で運行しているワゴン型バ

スなどが、敬老パスの提示により、半額程度で利用できるようになります。 

【利用できる交通機関】※今後拡大する予定 

   ・四季めぐり号（旭区） 

   ・こすずめ号（戸塚区） 

   ・Ｅバス（泉区） 

（運行地域にお住まいの皆様には今後改めて周知する予定です。） 

 

４ 敬老パスに関するお問合せ先 

  敬老パス問合せダイヤル 

・電話番号： 0120-206-160 

・受付時間： 毎日８時から 19 時まで 

（休止期間：令和７年４月１日から４月６日、令和７年 12 月 29 日から令和８年１月３日） 
 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 

健 康 福 祉 局 高 齢 健 康 福 祉 課 

健康福祉局高齢健康福祉課 
担当 正木、長嶋 
電話 045-671-2406/FAX 045-550-3613 
メール kf-koreikenko@city.yokohama.lg.jp 

資料２-２ 
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新たな「横浜市地震防災戦略」について【情報提供】

１ 趣旨 

本市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を

強化するため、「地震防災戦略」を刷新しました。 

12月に素案を公表し、市民意見募集を通じていただいたご意見（計 482件）

等を踏まえ、戦略をとりまとめることができましたので、意見募集等へのご協

力にお礼を申し上げるとともに、戦略の内容をご報告いたします。 

また、各区連会に危機管理室職員が伺い、戦略に関するご説明をさせていた

だきますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

３ 地震防災戦略について 

(1) 戦略の位置付け・期間

〇 地震防災戦略とは、横浜市防災計画に基づき、大規模地震の被害軽減に

向けて市役所が取り組む行動計画（アクションプラン）です。 

〇 戦略期間は令和７～15 年度とし、そのうち令和７～11 年度を「集中取

組期間」として各取組を推進していきます。 

〇 戦略の推進にあたっては、自治会町内会や地域防災拠点運営委員会など、

地域の方々と意見を交わしながら、実効性のある取組を展開していきます。 

(2) 戦略の概要

別紙のとおり

(3) 戦略（冊子データ）及び市民意見募集の結果

市ウェブサイト（下記ページ）に掲載しています。

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/data/bosaikeikaku/senryaku/ikenboshuu.html

総務局危機管理室防災企画課 担当：阿武、田岡 

電   話 671-4096 

電子メール so-bousaikikaku@city.yokohama.lg.jp 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
総 務 局 防 災 企 画 課 

01191160
テキストボックス
区連会 資料２－４













戸籍氏名の振り仮名記載について【情報提供】 

１ 趣旨・概要 

  戸籍法の改正に伴って、行政手続きのデジタル化の推進等のために戸籍の氏名に振り仮

名が記載されるようになります。 

令和７年５月 26日時点（改正法の施行日）において本籍を置く市区町村から皆様（原則

として戸籍の筆頭者宛て）に振り仮名が記載された通知が発送されますので、届きましたら

内容の確認をお願いします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 今後の流れ 

(1) 令和７年５月 26 日から夏頃まで

各ご家庭に、戸籍に記載する予定の振り仮名がハガキで届きます。このハガキは同一戸

籍にいる方全員分（１通に４名まで）の振り仮名が記載されており、戸籍内で住所が別の

方がいる場合は、同内容のハガキがそれぞれの住所あて郵送されます。 

【通知ハガキ 表面のイメージ】 

≪裏面もあります。≫ 

市連会４月定例会説明資料

令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日

市民局窓口サービス課

テキストボックス
 区連会　資料 ２－５



 

（2） ハガキが届いてから令和８年５月 25日まで 

  ア 振り仮名が正しい場合 

    手続きは必要ありません。この場合、令和８年５月 26日以降に自動で戸籍に振り仮

名が記載されます。 

 

  イ 振り仮名に誤りがある場合 

  振り仮名の届出が必要です。 

※オンライン（マイナンバーカード利用）や郵送で届出可能です。詳細はお届けする

ハガキをご確認ください。 

【届出期間】令和７年５月 26日～令和８年５月 25日の１年間 

 

（3） 令和８年５月 26 日以降 

   すべての戸籍に振り仮名が記載されます。この日以前に、振り仮名の届出をされた方

については、届出された時点で戸籍に振り仮名が記載されます。なお、戸籍に振り仮名が

記載されると、本籍地の市区町村から住所地市区町村へ通知がなされ、自動的に皆様の

住民票の氏名の振り仮名も記載されます。 

 

４ コールセンターについて 

  戸籍の氏名に振り仮名が記載されることは、全国一斉に開始されます。 

 令和 7年５月 26日以降に国のコールセンターが開設されますので、ご不明点がございまし

たらお問合せください。 

  また、通知ハガキに関するお問合わせ等について、本市においても専用のコールセンタ

ーを開設します。電話番号等の詳細は、通知ハガキに記載するとともに本市ホームページ

に掲載する等してお知らせする予定です。 

 

横浜市振り仮名の WEBページ 

２次元コード→ 

市民局窓口サービス課 
担当 中澤、指宿 
電話 045-671-2176 /FAX 045-664-5295 
メール sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp 





旭 選 管 第 ２ 号  

令和７年４月 18 日 

各地区連合自治会町内会長 様

横浜市旭区選挙管理委員会 

委員長  篠 﨑 啓 史 

令和７年執行 参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙における 

投票管理者等の推薦について（依頼） 

時下 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本年は、７月に参議院議員通常選挙、８月３日には横浜市長選挙が執行される予

定です。 

つきましては、それぞれの選挙につきまして、当日投票所の投票管理者・立会人と、期

日前投票所の立会人を御推薦いただきますようお願いします。 

本来であれば、別々に依頼をさせていただくところですが、選挙期日が近接しているた

め、同時での依頼となりましたことをお詫び申し上げます。 

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

１ 選挙日程 

【参議院議員通常選挙 想定日程】

公示日 令和７年７月３日（木） 

期日前 

投 票 

区役所 ７月 ４日（金）～７月 19日（土） 午前８時 30分～午後８時 

サンハート ７月 12日（土）～７月 19日（土） 午前９時 30分～午後８時 

投票日 ７月 20日（日）午前７時～午後８時 

※ 通常国会の会期延長がない場合の想定日です。会期が延長された場合は、延長

幅に応じて日程が変更となります。 

【横浜市長選挙】 

告示日 令和７年７月 20日（日） 

期日前 

投 票 

区役所 
７月 21日（月）～８月２日（土） 

午前８時 30分～午後８時 

サンハート 午前９時 30分～午後８時 

投票日 ８月３日（日）午前７時～午後８時 

裏面あり 

区連会 資料２－６ 
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２ 連長への依頼事項 

（１）旭区役所への書類提出

資料１-１「当日投票所 投票管理者・立会人推薦書」（連合内の投票所数分） 

資料２-１「期日前投票所 投票立会人推薦書」 

参議院議員通常選挙は白色の用紙、横浜市長選挙はブルーの用紙 

締切：令和７年５月 21日（水） 

提出方法及び提出先：同封の返信用封筒にて旭区選挙管理委員会へ郵送 

  （※）データで御提出いただける場合は、様式をメール送付するため、【連合名、送信者氏名、 

必要な資料の番号（1-1・2-1）】を本文中に入力いただき、下部のアドレスにメールで 

御連絡ください。 

（２）投票管理者に書類配布

資料３「投票管理者用書類一式」（１投票所で１封筒ずつ） 

※６/６（金）推薦期限の事務従事者推薦依頼が入っているため、投票管理者に至急お渡しいただ

き、すぐに従事者推薦に向けて御対応いただきたい旨をお伝えください。 

（３）投票立会人に書類配布

 資料４「投票立会人用書類一式」（１名で１封筒ずつ） 

（４）期日前投票立会人に書類配布

資料５「期日前投票立会人あて書類一式」（１名で１封筒ずつ） 

３ 前回選挙からの変更点 

（１）投票所従事者基準の見直し

市選挙管理委員会では、従事者を確保する負担軽減の観点から、投票所従事者基準の

見直しを行い、有権者数 5,000人未満の投票所について現行から１名減としています。 

区選管では、各投票所が適正に運営できるよう、投票者数や投票所の施設状況を加 

味した従事者数を算出しています。 

（２）投票管理者・投票立会人報酬の改定

現在、選挙執行経費基準法の改正により、各報酬の単価が改定される予定です。

これにより、本市の投票管理者・投票立会人報酬についても、概ね 1,500円程度増額

する見込みです。 

（３）投票管理者・事務主任打合せ会

参議院議員通常選挙前の 6月 27日（金）に実施する予定ですが、横浜市長選挙にお

ける打合せ会は行いませんので、別途資料送付をさせていただきます。 

当日投票所のお食事（昼食・夕食）について 

・選挙管理委員会によるお弁当の一括注文は行っておりません。

・食事をご持参なさるか、あるいは各投票所で弁当注文等を行うかについての調整は、各

投票管理者と各投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）間で行っていただきます。

・調整結果について、立会人や事務従事者には各投票所の事務主任・庶務主任から電話等

で伝達・確認を行います。

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp
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送付書類一覧 

・参議院議員通常選挙用と横浜市長選挙用に資料を分け、参議院議員通常選挙関係資料を

白色で、横浜市長選挙関係資料をブルーで印刷しています。

・資料番号は両選挙とも共通です。

・「参考１－３」と「参考１－４」は両選挙共通資料のため、参議院議員通常選挙関係資料 

の場所のみに掲載しています 

連長用資料 

資料１-１★ 当日投票所 投票管理者・立会人推薦書 

参考１-２ 当日投票管理者・立会人推薦要領 

参考１-３ 連合別 投票所一覧表【共通資料】 

参考１-４ 投票区域一覧表【共通資料】 

返信用封筒（連長・南万騎が原自治会長使用分） 

資料２-１★ 期日前投票 投票立会人推薦書 

参考２-２ 期日前投票立会人推薦要領 

参考２-３ 連合別担当期日前投票所一覧表 

投票管理者用資料 

資料３-１ 投票事務従事者の推薦等について（投票管理者あて依頼） 

参考３-２ 投票事務従事者推薦要領 

参考３-３ 投票管理者の手びき ※後日、選任通知と併せてお送りします。 

資料３-４★ 投票事務従事者名簿 

返信用封筒（投票管理者使用分） 

投票立会人（当日）用資料 

資料４-１ 当日投票所の立会いについて（投票立会人あて連絡） 

参考４-２ 投票立会人の心構え 

期日前投票立会人用資料 

資料５-１ 期日前投票の立会いについて（区役所期日前投票立会人あて連絡） 

資料５-２ 期日前投票の立会いについて（臨時期日前投票立会人あて連絡） 

参考５-３ 期日前投票所投票立会人の心構え 

※期日前投票立会人には「参考２-３」も配布します。

3



参議院議員通常選挙 

関 係 資 料 
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16 旭中央地区連合町内会 

令和７年７月執行予定 

参議院議員通常選挙 投票管理者・立会人推薦書 

第 1 投票所 旭区役所 

前半（※） 後半（※） 

(２人に分かれる場合のみご記入ください。) 

投

票

管

理

者 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平  年 月   日 昭・平  年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

投

票

立

会

人 

１ 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平 年 月 日 昭・平 年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

投

票

立

会

人 

２ 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平  年 月 日 昭・平 年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）

投票管理者と投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

旭区選挙管理委員会 

連長用 資料１－１ 

締切：５月 21 日（水） 
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【参院・市長共通】 

当日投票管理者・立会人推薦要領 

１ 当日投票所の投票管理者・投票立会人の概要

推薦 

人数 
職務 従事等日時 資格要件 

報酬 

（予定） 

投票 

管理者 
１名 

投票所における

管理執行 

・投票日前日

２時間程度

・投票日当日

午前７時から午後８時まで(※1)

選挙権を有

する者(※2) 

26,000 円 

（13,000 円

×２日分） 

（※3） 

投票 

立会人 
２名 投票の立ち会い 

・投票日当日

午前７時から午後８時まで(※1)

選挙権を有

する者(※2) 

12,000 円 

（※3） 

※１開始前の準備及び終了後の投票箱開票所送致等のため 30分から１時間程度の時

間を要します。 

※２選挙権を有している方であれば、投票所の地域に住んでいない方でも結構です。

※３今回の選挙から 1,500円程度の増額を予定しています。

２ 途中交代について 

  投票管理者や投票立会人は投票所の運営に重要な職務を担っていることから、投票日

において１人の投票管理者及び２人の投票立会人によりその事務を担うことが原則とな

ります。長時間の拘束等により人員の確保が難しい場合に限り交代制をとることを想定

しておりますので、御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、交代制とする場合の従事時間及び報酬は次のとおりです。 

従事時間 前半 7:00～13:30  後半 13:30～20:00 

報酬（各人） 管理者・立会人各々半額となります。 

３ 当日投票所のお食事（昼食・夕食）について 

・各投票所において任意でご注文いただきます。

・食事をご持参なさるか、あるいは各投票所で弁当注文等を行うかについての調整は、投

票管理者と投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）間で行っていただきます。後日、

電話等でご連絡差し上げますので、しばらくお待ちいただくようお伝えください。

連長用 参考１－２
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地　区　連　合　会　名 投 票 所 名

1 鶴ヶ峰地区町内会連合会
第２（旭区市民活動支援センターみなくる）、３（鶴ケ峯小学校）、38（鶴ケ峯
中学校）、41（新井中学校）

2 白根地区町内会自治会連合会 第39（白根地区センター）、40（不動丸小学校）

3 旭北地区連合自治会 第35（上白根小学校）、37（白根小学校）、15（グリーンヒル上白根集会所）

4 上白根連合自治会 第33（西ひかりが丘団地集会所）、34（ひかりが丘地域ケアプラザ）

5 今宿地区町内会自治会連合会 第26（今宿南小学校コミュニティハウス）、36（今宿小学校）

6 川井地区町内会自治会連合会
第４（川井地域ケアプラザ）、27（都岡地区センター）、28（上川井小学校）、
32（都岡中学校）

7 若葉台連合自治会 第29（若葉台特別支援学校）、30（若葉台小学校）、31（星槎高等学校）

8 笹野台地区連合自治会 第24（笹野台小学校）、25（笹野台会館２号館）

9 希望が丘連合自治会 第16（中希望が丘富士見会館）、17（希望ケ丘地区センター）

10 希望が丘東地区連合自治会
第18（東希小コミュニティハウス）、19（東希望が丘親睦会館）、20（二俣川高
等学校（旧二俣川看護福祉高等学校）

11 希望が丘南地区連合自治会 第14（南希望が丘地域プラザ）

12 さちが丘地区連合自治会 第13（さちが丘小学校）

13 万騎が原連合自治会 第11（万騎が原小学校）

14 二俣川地区連合自治会 第10（二俣川小学校）、21（清水ヶ丘自治会館）

15 二俣川ニュータウン連合町内会 第22（中沢小学校）、23（旭中学校）

16 旭中央地区連合町内会 第１（旭区役所）

17 旭南部地区連合自治会 第８（本宿小学校）、９（万騎が原中学校）

18 左近山連合自治会 第６（左近山第五集会所）、７（左近山小学校）、　42（左近山第三集会所）

19 市沢地区連合町内会 第５（市沢地区センター）

20 南まきが原自治会 第12（サポートセンター連）

※ 投票所は現時点での予定です

地区連合別　担当投票所一覧表
連長用 参考１－３
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投票区 投票所 投票区域

1 旭区役所
四季美台1番地から83番地まで、鶴ケ峰一丁目1番地から8番地まで、鶴ケ峰
二丁目1番地から5番地まで、今川町、本村町38番地から40番地まで、54番地
から62番地まで

2
旭区市民活動支援セ
ンターみなくる

鶴ケ峰一丁目9番地から12番地まで、鶴ケ峰二丁目6番地以降、白根一丁目1
番から12番まで、20番以降

3 鶴ケ峯小学校
西川島町、鶴ケ峰一丁目13番地から56番地まで、58番地、70番地から78番地
まで、川島町1574番地から1927番地まで、2006番地から2044番地まで、2069
番地から2845番地まで

4 川井地域ケアプラザ

上川井町1番地から60番地まで、102番地から202番地まで、1224番地、1225
番地、1239番地から1307番地まで、2997番地から3199番地まで、川井本町5
番地、32番地、36番地から70番地まで、83番地以降、下川井町1518番地から
1546番地まで、2198番地、2199番地、2213番地から2233番地まで、2311番地
以降

5 市沢地区センター
市沢町1番地から552番地まで、613番地から915番地まで、980番地から990番
地まで、992番地から994番地まで、996番地から1181番地まで、1186番地か
ら1208番地まで、1210番地以降、三反田町161番地から218番地まで

6 左近山第５集会所
左近山団地7街区から9街区まで（左近山448番地の3から4まで、1010番地の
1、1186番地の5から6まで）、市沢町553番地から612番地まで、916番地から
979番地まで、991番地、995番地、1182番地から1185番地まで、1209番地

7 左近山小学校

左近山団地1街区から2街区まで（左近山1番地の1から2まで、16番地の1、16
番地の4から5まで、16番地の7から8まで、1997番地の7）、小高町、三反田
町1番地から160番地まで、219番地以降、川島町1949番地、1957番地、1990
番地から2005番地まで、2045番地、桐が作

8 本宿小学校

本宿町1番地から107番地まで、鶴ケ峰一丁目57番地、59番地から69番地ま
で、79番地以降、本村町1番地から15番地まで、30番地から37番地まで、川
島町1928番地から1989番地まで（ただし、1949番地、1957番地を除く）、
2046番地から2068番地まで

9 万騎が原中学校
南本宿町、万騎が原1番地から9番地まで、22番地から49番地まで、二俣川２
丁目29番地の１、31番地から40番地まで、78番地、81番地から87番地まで、
本宿町108番地以降、さちが丘146番地

10 二俣川小学校

二俣川１丁目1番地から60番地まで、二俣川２丁目1番地から30番地まで（た
だし、29番地の１を除く）、41番地から77番地まで、79番地、80番地、88番
地以降、さちが丘1番地から19番地まで、44番地から51番地まで、133番地か
ら145番地まで、本村町16番地から29番地まで

11 万騎が原小学校
万騎が原10番地から21番地まで、50番地以降、大池町、柏町1番地から25番
地まで

12 サポートセンター連 柏町26番地以降、善部町111番地から116番地まで

13 さちが丘小学校
さちが丘52番地から132番地まで、147番地以降、中希望が丘11番地から19番
地まで、40番地から44番地まで、善部町97番地から110番地まで

14
南希望が丘地域ケア
プラザ

善部町1番地から96番地まで、117番地以降、南希望が丘

15
グリーンヒル上白根
集会所

今宿東町518番地、上白根一丁目（ただし、14番から17番までを除く）、上
白根町112番地から269番地まで、271番地、274番地から292番地まで、296番
地から299番地まで、315番地から329番地まで、983番地から1138番地まで

16
中希望が丘富士見会
館

中希望が丘1番地から10番地まで、20番地から39番地まで、45番地から85番
地まで

17
希望が丘地区セン
ター

中希望が丘86番地以降

18
東希小コミュニティ
ハウス

東希望が丘65番地以降、今宿町2668番地、2671番地から2723番地まで

19 東希望が丘親睦会館 東希望が丘1番地から64番地まで

20
二俣川高等学校（旧
二俣川看護福祉高等
学校）

中尾一丁目、中尾二丁目、二俣川１丁目62番地以降、今宿町2647番地、2649
番地、2651番地から2667番地まで、2669番地、2670番地、さちが丘20番地か
ら43番地まで

21 清水ヶ丘自治会館
本村町41番地から53番地まで、63番地以降、中沢一丁目1番から23番まで、
25番から49番まで、四季美台84番地以降

22 中沢小学校
中沢一丁目24番、50番以降、中沢二丁目、中沢三丁目、今宿南町2230番地か
ら2289番地まで、今宿一丁目1番から35番まで

旭区　投票所及び投票区域一覧表（予定） 連長用 参考１－４
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投票区 投票所 投票区域

23 旭中学校

今宿町2432番地、2475番地、2490番地、2538番地から2540番地まで、2551番
地から2562番地まで、2566番地から2579番地まで、2581番地、2582番地、
2617番地、今宿一丁目36番以降、今宿二丁目、金が谷417番地から521番地ま
で、523番地から536番地まで、538番地、543番地から588番地まで、600番地
から643番地まで、金が谷二丁目14番1号から14番8号まで、19番から26番ま
で、29番以降

24 笹野台小学校

金が谷213番地、218番地、644番地から658番地まで、662番地から767番地ま
で、金が谷一丁目、金が谷二丁目1番から18番まで（ただし、14番1号から14
番8号までを除く）、27番、28番、笹野台一丁目1番から7番まで、18番から
44番まで、笹野台四丁目1番から57番まで、65番から67番まで

25 笹野台会館２号館
笹野台一丁目8番から17番まで、45番から58番まで、笹野台二丁目、笹野台
三丁目、笹野台四丁目58番から64番まで、矢指町1194番地、1197番地

26
今宿南小学校コミュ
ニティハウス

今宿南町1番地から153番地まで、1667番地から2229番地まで、2290番地から
2525番地まで

27 都岡地区センター
今宿西町、下川井町1番地から1517番地まで、1547番地から2197番地まで、
2200番地から2212番地まで、2234番地から2310番地まで、矢指町（ただし、
1194番地、1197番地を除く）、都岡町

28 上川井小学校
上川井町61番地から101番地まで、203番地から1223番地まで、1226番地から
1238番地まで、1308番地から2996番地まで、3240番地以降

29 若葉台特別支援学校 若葉台一丁目、若葉台二丁目1番から6番まで、20番以降

30 若葉台小学校
若葉台二丁目7番から19番まで、若葉台三丁目2番から8番まで、若葉台四丁
目14番から24番まで

31 星槎高等学校 若葉台三丁目1番、9番以降、若葉台四丁目1番から13番まで、25番以降

32 都岡中学校
川井宿町、上川井町3200番地から3239番地まで、川井本町1番地から4番地ま
で、6番地から31番地まで、33番地から35番地まで、71番地から82番地まで

33
西ひかりが丘団地集
会所

上白根町795番地（ただし、市営ひかりが丘住宅15街区に限る）、891番地
（西ひかりが丘団地）、1306番地、1350番地、1354番地から1433番地まで

34
ひかりが丘地域ケア
プラザ

上白根町717番地から890番地まで（ただし、市営ひかりが丘住宅15街区を除
く）、892番地から982番地まで、1139番地から1305番地まで、1307番地から
1349番地まで、1351番地から1353番地まで、1434番地以降

35 上白根小学校

上白根二丁目、上白根三丁目、白根町、中白根一丁目29番20号から29番32号
まで、30番以降、中白根二丁目17番3号から17番16号まで、27番9号から27番
24号まで、28番（ただし、28番10号を除く）、31番１号から31番20号まで、
31番32号から31番42号まで、32番6号から32番33号まで、38番5号から38番23
号まで、39番7号から39番14号まで、40番10号から40番13号まで、41番2号か
ら48番8号まで、49番以降、中白根三丁目、中白根四丁目

36 今宿小学校 今宿東町506番地から517番地まで、519番地以降

37 白根小学校

上白根一丁目14番から17番まで、白根五丁目1番から30番まで（ただし、30
番1号から30番9号を除く）、33番、51番1号から51番8号まで、52番以降、白
根六丁目72番、白根七丁目20番29号、20番30号、21番から29番まで（ただ
し、29番4号を除く）、33番16号以降、白根八丁目、中白根一丁目1番から29
番まで（ただし、29番20号から29番32号までを除く）、中白根二丁目1番か
ら27番まで（ただし、17番3号から17番16号まで、27番9号から27番24号まで
を除く）、28番10号、29番、30番、31番21号から31番31号まで、31番43号以
降、32番（ただし、32番6号から32番33号までを除く）、33番から40番まで
（ただし、38番5号から38番23号まで、39番7号から39番14号まで、40番10号
から40番13号までを除く）、41番1号、48番9号から48番51号まで

38 鶴ケ峯中学校
鶴ケ峰本町一丁目、鶴ケ峰本町二丁目、鶴ケ峰本町三丁目、白根五丁目30番
1号から30番9号まで、31番、32番、34番から51番まで（ただし、51番1号か
ら51番8号までを除く）

39 白根地区センター
白根一丁目13番から19番まで、白根三丁目1番から19番まで、21番から27番
まで、白根四丁目

40 不動丸小学校
白根二丁目、白根三丁目20番、28番以降、白根六丁目（ただし、72番を除
く）、白根七丁目1番から20番まで（ただし、20番29号、20番30号を除
く）、29番4号、30番から33番15号まで

41 新井中学校 川島町2846番地以降

42 左近山第三集会所
左近山団地3街区から6街区まで（左近山157番地の2、157番地の5、157番地
の30、171番地の3、171番地の7、1116番地の7、1186番地の11、1296番地の
4）
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旭区選挙管理委員会

　旭区役所

　　月　 　　日　（ ）

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）
投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

令和７年７月執行　参議院議員通常選挙

期日前投票所　投票立会人推薦書

前　　半（※）
後　　半

（2人に分かれる場合のみ、ご記入ください。）

投
票
立
会
人
１

投
票
立
会
人
２

　水　　97

連長用 資料２－１★
締切：５月21日（水）
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旭区選挙管理委員会

サンハート

　　　月　　　日　（ ）

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

投
票
立
会
人
２

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）
投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

令和７年７月執行　参議院議員通常選挙

期日前投票所　投票立会人推薦書

前　　半（※）
後　　半

（2人に分かれる場合のみ、ご記入ください。）

投
票
立
会
人
１

　土　　7 12

連長用 資料２－１★
締切：５月21日（水）
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【参院選・市長選共通】 

１ 期日前投票所の投票立会人の概要 

推薦 

人数 
職務 立会い時間 資格要件 

報酬 

（予定） 

旭区役所 ２名 投票の立ち会い 
午前８時30分から 

午後８時まで(※1) 

選挙権を有

する者（※2） 
11,000円（※3） 

サンハー

ト
２名 投票の立ち会い 

午前９時30分から 

午後８時まで(※1) 

選挙権を有

する者（※2） 
11,000円（※3） 

※１開設前打合せ及び終了後の投票箱施錠・書類作成のため前後15分を要します。

※２選挙権を有している方であれば、投票所の地域に住んでいない方でも結構です。

※３今回の選挙から 1,500円程度の増額を予定しています。

２ 途中交代について 

 当日投票所と同様に、期日前投票所の投票立会人につきましても、長時間の拘束等により人員の確

保が難しい場合に限り交代制とさせていただきますので、御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、交代制とする場合の従事時間及び報酬は次のとおりです。 

従事時間 
（区役所） 前半 8:30～14:15 後半 14:15～20:00 

（サンハート）前半 9:30～14:45 後半 14:45～20:00 

報酬（各人） 各々半額となります。 

期日前投票立会人推薦要領 
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日 曜日

16日前 7月4日 金 （選管推薦）

15日前 7月5日 土 （選管推薦）

14日前 7月6日 日 （選管推薦）

13日前 7月7日 月 （選管推薦）

12日前 7月8日 火 （選管推薦）

11日前 7月9日 水 鶴ヶ峰地区町内会連合会

10日前 7月10日 木 白根地区町内会自治会連合会

９日前 7月11日 金 旭北地区連合自治会

８日前 7月12日 土 上白根連合自治会 笹野台地区連合自治会

７日前 7月13日 日 今宿地区町内会自治会連合会 希望が丘連合自治会

６日前 7月14日 月 川井地区町内会自治会連合会 希望が丘東地区連合自治会

５日前 7月15日 火 若葉台連合自治会 希望が丘南地区連合自治会

４日前 7月16日 水 旭南部地区連合自治会 さちが丘地区連合自治会

３日前 7月17日 木 左近山連合自治会 万騎が原連合自治会

２日前 7月18日 金 市沢地区町内会連合会 二俣川ニュータウン連合町内会

１日前 7月19日 土 旭中央地区連合町内会 二俣川地区連合自治会

※投票日は令和７年７月20日（日）を想定しています。
  なお、国会の会期延長によって投票日が変更される場合は、選挙管理委員
  会からご連絡させていただきます。

連合別 担当期日前投票所一覧表

投票日７月20日（日）

従事場所
旭区役所 サンハート

連長用 参考２－３
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旭 選 管 第 ２ 号  

令和７年４月18日 

投票管理者 各位 

横浜市旭区選挙管理委員会 

委員長  篠 﨑 啓 史 

参議院議員通常選挙 投票事務従事者の推薦等について（依頼） 

時下 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 この度は令和７年７月執行 参議院議員通常選挙における投票管理者をお引き

受けいただきありがとうございます。 

つきましては、次のとおり投票事務従事者の推薦をお願いいたしたく、お忙し

いところ大変恐縮ですが、御協力いただきますようお願いいたします。 

また、投票管理者の概要を裏面で御案内いたします。 

なお、職務の詳細につきましては、６月 27 日開催予定の投票管理者・事務主

任打合せ会にてご説明いたします。追って、選任通知と合わせ御案内を５月下旬

に送付いたしますので、お待ちいただきますようお願いいたします。 

１ 依頼内容 

事務従事者の推薦 

  『参考３-２ 投票事務従事者推薦要領』に、推薦人数、推薦基準等を記載し 

ています。こちらを御確認いただき、『資料３-４ 従事者名簿』に御記入くださ 

い。

２ 提出方法 

  同封の返信用封筒を用いて、資料３-４（※）を旭区選挙管理委員会宛てにご

郵送ください。  

 （※）資料３-４をメールで御提出いただける場合は、データをお送りします。投票所名、

送信者氏名、必要な資料番号（３-４）を本文中に入力いただき、下部のアドレスに

メールで御連絡ください。

３ 提出期限 

 令和７年６月６日（金） 

４ 前回からの変更点 

市選挙管理委員会では、従事者を確保する負担軽減の観点から、投票所従事 

者基準の見直しを行い、有権者数 5,000 人未満の投票所について現行から１名 

減としています。区選管では、各投票所が適正に運営できるよう、投票者数や 

投票所の施設状況を加味した従事者数を算出しています。 

裏面あり 

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料３－１ 
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１ 職務 

  投票所における管理執行 

２ 従事日時 

投票日は令和７年７月 20 日（日）です。 

なお、国会の会期延長によって投票日が変更される場合は、選挙管理委員 

会からご連絡させていただきます。 

(1) 投票日前日：２時間程度（前日設営）

※ 集合時間は事務主任が施設管理者・投票管理者様と調整したうえで決

定します。

(2) 投・開票日当日：午前６時 30 分～午後９時頃見込み

※ 投票（午前７時から午後８時）事務従事後、開票所への事務引継ぎを

終えて、解散となります。 

３ 報酬額（前回実績） 

26,000 円（13,000 円×２日分） 

※ 今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。 

※ 投票日当日に途中交代をする場合、当日分は半額になります。

４ 投票管理者の告示について 

公職選挙法施行令第25条の規定「投票管理者又はその職務を代理すべき者 

を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならな 

い」により、投票管理者の住所（行政区まで）及び氏名は告示されますので 

御承知おきください。 

当日投票所のお食事（昼食・夕食）について 

・各投票所において任意でご注文いただきます。

・食事をご持参なさるか、あるいは各投票所で弁当注文等を行うかについての調

整は、各投票管理者と各投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）間で行っ

ていただきます。事務主任・庶務主任からの連絡をお待ちください。

・調整結果について、立会人や事務従事者には各投票所の事務主任・庶務主任か

ら電話等で伝達・確認を行います。

投票管理者について 
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参議院議員通常選挙 投票事務従事者推薦要領 

2･4･6･7･16･19･21･22･25･26･28･32･33･34･39･41･42･43 

１ 推薦人数 

原則６名（うちパソコン操作者２名） 

※ パソコン操作者の作業内容は、「投票のご案内」に印字されたバーコードを読み取

り、確認ボタンをクリックし、「投票のご案内」にチェックをつけるという、簡単

な作業です。別途、投票所従事職員より説明いたします。

※ 有権者の人数等により推薦人数が異なる場合や、パソコン操作者が３人の場合

があります。推薦人数は、投票所ごとに用意された推薦名簿でご確認ください。

２ 投票事務従事者の推薦について 

(1) 投票日前日及び投票日当日ともに参集できる方。

(2) 投票事務に従事して知り得た投票の秘密など個人情報等のプライバシーの

保護を守れる方。

(3) 年齢が 16 歳以上の方（高校１年生以上）。

※ 従事いただく際の服装については、肌の露出の多いもの、華美なものはお控えい

ただくよう、あらかじめお伝えいただければ幸いです。

(4) 投票立会人以外の方。

３ 従事日時 

※投票日は令和７年７月20日を想定しています。

(1) 投票日前日

２時間程度（前日設営）

※ 集合時間は事務主任が施設管理者・投票管理者様と調整したうえで決定します。 

(2) 投票日当日

午前６時 30 分～午後８時 30 分頃

４ 報酬（予定） 

(1) 投票日前日・・・・・・・・ 2,500 円＋交通費（実費） 

(2) 投票日当日・・・・・・・・18,972 円＋交通費（実費）

※ 投票日当日の報酬につきましては、所得税「372 円」を源泉徴収させていただきます

ので、実際の手取り額は「18,600 円」（前回実績）となります。

なお、報酬額は、変更となる可能性があります。 

※ 交通費については最も経済的かつ合理的な経路で計算し、IC カード利用の金額での

支給となりますので「従事者名簿」に記載いただいた金額と異なる場合がございます。

御了承ください。

５ その他 

・投票事務従事者の方に対しての事務説明会はありません。

・後日、各投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）から従事者の方あてに、

委嘱状と合わせて投票日前日・当日の集合時刻等をお知らせいたします。

・推薦後～投票日当日までに従事できない方が現れた場合は、新たに別の方の御

推薦をお願いいたします。

参考３－２ 
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第 1

ありの場合のルート公共交通機関の利用

あり

ありの場合のルート

ありの場合のルート公共交通機関の利用

公共交通機関の利用

公共交通機関の利用

公共交通機関の利用

ありの場合のルート

ありの場合のルート公共交通機関の利用

公共交通機関の利用電　話

ありの場合のルート

自宅→相鉄○○バス停→二俣川（○○円）→投票所

ありの場合のルート

ありの場合のルート

電　話

電　話

電　話

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

公共交通機関の利用

明推　花子

電　話

電　話

月

62 10 月 1 日

日

電　話

電　話

090-1234-5678

パ
ソ
コ
ン
操
作
者

例
２

4

5

6

7

8

9

1

2

3

日

日

日

日

日

日

日

旭　太郎

氏　　名

昭和

平成

生年月日

年

年

年

年

年

年

年

日5 年 1 月 23

月

住　　所

旭区さちが丘○○

旭区二俣川２-○○

フリガナ

アサヒ　タロウ

メイスイ　ハナコ

年

年

メール

メール

メール

メール

メール

メール

メール

メール

メール

電　話

電　話

年

メール

045-123-4567電　話

月

月

月

日

月

月

月

月

○○○○@gmail.com

△△△△@hotmail.com

【参議院議員通常選挙】

投票事務従事者名簿

投票所までの経路

記入者名： 旭区役所

公共交通機関の利用

投票所

ありの場合のルート

なし

番
号

例
１

連絡先
※日中連絡不可の場合は

メールアドレス併記をお願いいたします。

メール

連長用 資料３－４★ 
締切：６月６日（金）
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旭 選 管 第 ２ 号

令和７年４月18日

投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

参議院議員通常選挙 当日投票所の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年７月執行の参議院議員通常選挙における投票立会人をお引

き受けいただきありがとうございます。投票日当日までに投票立会人の心構え

（参考４－２）を御一読いただき、投票所での立会いをよろしくお願いいたし

ます。 

１ 投票立会人の職務 

投票所における投票の立会い 

２ 立会日時 

投・開票日当日 午前６時 30 分～午後９時 00 分頃見込み 

※投票日は令和７年７月 20 日（日）を想定しています。

なお、国会の会期延長によって投票日が変更される場合は、選挙管理委

員会からご連絡させていただきます。 

※ 投票（午前７時から午後８時まで）事務終了後、投票立会人２名のう

ち１名につきましては、開票所への事務引継を終えて、解散となりま

す。

※ 交代制をとる場合の時間は次のとおりです。

（前半）午前６時 30 分から午後１時 30 分まで

（後半）午後１時 30 分から午後９時 00 分頃まで

３ 報酬額（前回実績） 

１２，０００円（交代制の場合は６，０００円） 

  （今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

４ その他 

・選任通知書等の書類につきましては、後日送付いたします。

・当日のお食事をご持参いただくか否かについては、各投票所の事務主任・

庶務主任（区役所職員）からお電話等でご連絡いたします。

なお、やむを得ない事情により当日の立会いが困難となった時点で、以下

の連絡先へ速やかに御一報ください。

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料４－１ 
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投 票 立 会 人 の 心 構 え 

１ 定刻までに必ず選任通知書、印鑑を持ってお集まりください。 

２ 用便、電話、その他真にやむを得ない理由がある場合の外は、投票所を出ないで

ください。また、やむを得ず席を立つ場合は、投票管理者等に声をかけてください。 

３ 投票立会人として選任されますと、その公益代表としての職責上、病気その他や

むを得ない事故等、正当な理由がなければ辞職することはできないことになってお

ります。 

４ 職務上知り得た事柄、特に選挙人の生年月日・続柄等プライバシーに関すること

は、絶対にもらしたり、話題にしたりすることのないよう注意してください。 

投 票 立 会 人 の 主 な 仕 事 

 投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務の執

行が公正に行われるように監視することがその役目です。その担任する事務の主なも

のは次のとおりです。 

１ 投票手続全般について立ち会うこと。（法 38） 

立会人は、選挙人の自由な意思表明を容易にするという見地等から、投票管理者

から意見を求められた場合に限らず、投票管理者に協力し、また、積極的に投票事

務に立ち会ってください。 

・ 選挙人が投票する前に、投票箱に何も入ってないことの確認をするときに必ず

立ち会ってください。 

・ 投票に来た選挙人を選挙人名簿と対照するとき、また、投票用紙を選挙人に交

付するときに立ち会ってください。（令 35） 

２ 次の場合に意見を述べること。 

(1) 投票を拒否するかどうかについての意見を求められたとき。（法 50Ⅱ）

(2) 代理投票を拒否するかどうかについて意見を求められたとき。（この場合、投

票管理者が拒否の決定を下したときは、それに対して異議を申し立てることはで

きません。）（令 41Ⅰ） 

(3) 代理投票を補助する者の選任について意見を求められたとき。(法 48Ⅱ)

(4) 不在者投票、在外投票を受理するかどうかについて意見を求められたとき。

(令 63Ⅰ)（指定投票区のみ）

３ 投票を拒否された選挙人、又は投票を拒否されない選挙人について異議があると

き、意見を述べること。（法 50Ⅴ） 

４ 代理投票を認められた選挙人について異議があるとき意見を述べること。 

（令 41Ⅲ） 

５ 投票箱の閉鎖に立ち会うこと。 

６ 投票録に署名すること。（法 54） 

７ 投票管理者が投票箱を投票所から開票管理者のもとに送るときに付き添うこと。

（法 55） 

連長用　参考４－２ 
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区役所期日前投票所投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

期日前投票所の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年７月執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所

立会人をお引き受けいただきありがとうございます。立会人の心構え（参考５

－３）を御確認いただき、期日前投票への立会いをよろしくお願いいたしま

す。 

１ 投票立会人の職務 

期日前投票所における投票の立会い 

２ 従事場所 

旭区役所期日前投票所（旭区役所 地下１階会議室） 

※ 区役所スロープを降りた先の地下夜間休日入口からお入りいただき、

業務員に「期日前投票所の立会人です。」とお申し出ください。

３ 立会日時 

立会日 ：参考２－３（地区連合別 担当期日前投票所一覧表）のとおり 

  立会時間：午前８時 30 分～午後８時 00 分 

開始前の打合せのため 15 分前にお集まりください。また、立

会終了後は、投票箱施錠と書類作成のため 15 分ほど要します。 

※ 交代制をとる場合の立会時間は次のとおりです。

（前半）午前８時 30 分～午後２時 15 分

（後半）午後２時 15 分～午後８時 00 分

４ 報酬額（前回実績） 

１１，０００円（交代制の場合は５，５００円） 

（今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

５ その他 

 お食事は期日前投票所近辺でお取りくださいますようお願いいたします。

休憩スペースは設けておりますので、適宜御利用ください。（旭区役所内に

食堂・売店はございません。）

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料５－１ 
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臨時期日前投票所投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

期日前投票の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年７月執行予定の参議院議員通常選挙における期日前投票所

の立会人をお引き受けいただきありがとうございます。立会人の心構え（参考

５－３）を御確認いただき、期日前投票への立会いをよろしくお願いいたしま

す。 

１ 投票立会人の職務 

期日前投票所における投票の立会い 

２ 従事場所 

臨時期日前投票所（旭区民文化センター サンハートホール） 

３ 立会日時 

立会日 ：参考２－３（地区連合別 担当期日前投票所一覧表）のとおり 

立会時間：午前９時 30 分～午後８時 00 分 

　開始前の打合せのため 15 分前にお集まりください。また、立

会終了後は、投票箱施錠と書類作成のため 15 分ほど要します。 

※ 交代制をとる場合の立会時間は次のとおりです。

（前半）午前９時 30 分～午後２時 15 分

（後半）午後２時 15 分～午後８時 00 分

４ 報酬額（前回実績） 

１１，０００円（交代制の場合は５，５００円） 

（今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

５ その他 

 お食事は期日前投票所近辺でお取りいただくほか、休憩スペースも設けて

おりますので、お弁当をご持参の場合は適宜ご利用ください。

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料５－２ 
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連長用　参考５－３ 

期日前投票所投票立会人の心構え 

１ 定刻までに必ず、印鑑と口座振込依頼書を持って指定された期日前投票所にお集

まりください。 

２ 用便、電話、その他真にやむを得ない理由がある場合の外は、期日前投票所を出

ないでください。また、やむを得ず席を立つ場合は、投票管理者等に声をかけてく

ださい。 

３ 投票立会人に選任されますと、その公益代表としての職責上、病気その他やむを

得ない事故等、正当な理由がなければ辞職することはできないことになっておりま

す。 

４ 職務上知り得た事柄、特に選挙人の生年月日・続柄等プライバシーに関すること

は、絶対にもらしたり、話題にしたりすることのないよう注意してください。 

期日前投票所投票立会人の主な仕事 

 投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務の執

行が公正に行われるように監視することがその役目です。その担任する事務の主なも

のは次のとおりです。 

１ 投票手続全般について立ち会うこと。（法 48 の 2 により読み替える法 38） 

立会人は、選挙人の自由な意思表明を容易にするという見地等から、投票管理者

から意見を求められた場合に限らず、投票管理者に協力し、また、積極的に投票事

務に立ち会ってください。 

・ 選挙人が投票する前に、投票箱に何も入ってないことの確認をするときに必ず

立ち会ってください（初日のみ、2日目以降は投票箱を交換する場合のみ）。 

・ ２日目以降は投票箱の上ぶたの開錠に立ち会ってください（投票箱本体の鍵は

開錠しません）。 

・ 投票に来た選挙人を選挙人名簿と照合するとき、また、投票用紙を選挙人に交

付するときに立ち会ってください。（令 35） 

２ 次の場合に意見を述べること。 

(1) 投票を拒否するかどうかについての意見を求められたとき。（法 50Ⅱ）

(2) 代理投票を拒否するかどうかについて意見を求められたとき。（この場合、投

票管理者が拒否の決定を下したときは、それに対して異議を申し立てることはで

きません。）（令 41Ⅰ） 

(3) 代理投票を補助する者の選任について意見を求められたとき。(法 48Ⅱ)

３ 投票を拒否された選挙人又は投票を拒否されない選挙人について、異議があると

き、意見を述べること。（法 50Ⅴ） 

４ 代理投票を認められた選挙人について異議があるとき、意見を述べること。 

（令 41Ⅲ） 

５ 投票箱の閉鎖に立ち会うこと。 

６ 投票録に署名すること。（法 54） 
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16 旭中央地区連合町内会 

令和７年８月３日執行 横浜市長選挙 投票管理者・立会人推薦書 

第 1 投票所 旭区役所 

前半（※） 後半（※） 

(２人に分かれる場合のみご記入ください。) 

投

票

管

理

者 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平  年 月   日 昭・平  年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

投

票

立

会

人 

１ 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平 年 月 日 昭・平 年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

投

票

立

会

人 

２ 

フリガナ

氏  名 

住  所 

生年月日 昭・平  年 月 日 昭・平 年 月 日 

電話番号 （  ） （  ） 

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）

投票管理者と投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

旭区選挙管理委員会 

 連長用 資料１－１ 

締切：５月 21 日（水） 
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【参院・市長共通】 

当日投票管理者・立会人推薦要領 

１ 当日投票所の投票管理者・投票立会人の概要

推薦 

人数 
職務 従事等日時 資格要件 

報酬 

（予定） 

投票 

管理者 
１名 

投票所における

管理執行 

・投票日前日

２時間程度

・投票日当日

午前７時から午後８時まで(※1)

選挙権を有

する者(※2) 

26,000 円 

（13,000 円

×２日分） 

（※3） 

投票 

立会人 
２名 投票の立ち会い 

・投票日当日

午前７時から午後８時まで(※1)

選挙権を有

する者(※2) 

12,000 円 

（※3） 

※１開始前の準備及び終了後の投票箱開票所送致等のため 30分から１時間程度の時

間を要します。 

※２選挙権を有している方であれば、投票所の地域に住んでいない方でも結構です。

※３今回の選挙から 1,500円程度の増額を予定しています。

２ 途中交代について 

  投票管理者や投票立会人は投票所の運営に重要な職務を担っていることから、投票日

において１人の投票管理者及び２人の投票立会人によりその事務を担うことが原則とな

ります。長時間の拘束等により人員の確保が難しい場合に限り交代制をとることを想定

しておりますので、御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、交代制とする場合の従事時間及び報酬は次のとおりです。 

従事時間 前半 7:00～13:30  後半 13:30～20:00 

報酬（各人） 管理者・立会人各々半額となります。 

３ 当日投票所のお食事（昼食・夕食）について 

・各投票所において任意でご注文いただきます。

・食事をご持参なさるか、あるいは各投票所で弁当注文等を行うかについての調整は、投

票管理者と投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）間で行っていただきます。後日、

電話等でご連絡差し上げますので、しばらくお待ちいただくようお伝えください。

連長用 参考１－２
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旭区選挙管理委員会

　旭区役所

　　月　　　日　（　　　）

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）
投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

令和７年８月３日執行　横浜市長選挙

期日前投票所　投票立会人推薦書

前　　半（※）
後　　半

（2人に分かれる場合のみ、ご記入ください。）

投
票
立
会
人
１

投
票
立
会
人
２

月217

連長用 資料２－１★
締切：５月21日（水）
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旭区選挙管理委員会

サンハート

　　　月　　　日　（　　　）

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

氏
フリ

　　　名
ガナ

氏
フリ

　　　名
ガナ

住　　　所 旭区 住　　　所 旭区

生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　 生年月日 　昭　・　平　　　　年　　　　月　　　　日　

電話番号 （  ）　　 電話番号 （  ）　　

投
票
立
会
人
２

※ 終日従事いただける場合は、「前半」のみご記入ください。（「後半」は何も記入しなくてかまいません。）
投票立会人１は終日、投票立会人２のみ交代勤務ということも可能です。

令和７年８月３日執行　横浜市長選挙

期日前投票所　投票立会人推薦書

前　　半（※）
後　　半

（2人に分かれる場合のみ、ご記入ください。）

投
票
立
会
人
１

月7 21

連長用 資料２－１★
締切：５月21日（水）
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【参院選・市長選共通】 

１ 期日前投票所の投票立会人の概要 

推薦 

人数 
職務 立会い時間 資格要件 

報酬 

（予定） 

旭区役所 ２名 投票の立ち会い 
午前８時30分から 

午後８時まで(※1) 

選挙権を有

する者（※2） 
11,000円（※3） 

サンハー

ト
２名 投票の立ち会い 

午前９時30分から 

午後８時まで(※1) 

選挙権を有

する者（※2） 
11,000円（※3） 

※１開設前打合せ及び終了後の投票箱施錠・書類作成のため前後15分を要します。

※２選挙権を有している方であれば、投票所の地域に住んでいない方でも結構です。

※３今回の選挙から 1,500円程度の増額を予定しています。

２ 途中交代について 

 当日投票所と同様に、期日前投票所の投票立会人につきましても、長時間の拘束等により人員の確

保が難しい場合に限り交代制とさせていただきますので、御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、交代制とする場合の従事時間及び報酬は次のとおりです。 

従事時間 
（区役所） 前半 8:30～14:15 後半 14:15～20:00 

（サンハート）前半 9:30～14:45 後半 14:45～20:00 

報酬（各人） 各々半額となります。 

期日前投票立会人推薦要領 
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日 曜日

13日前 7月21日 月 （選管推薦） （選管推薦）

12日前 7月22日 火 （選管推薦） （選管推薦）

11日前 7月23日 水 市沢地区町内会連合会 （選管推薦）

10日前 7月24日 木 左近山連合自治会 （選管推薦）

９日前 7月25日 金 旭南部地区連合自治会 （選管推薦）

８日前 7月26日 土 若葉台連合自治会 二俣川ニュータウン連合町内会

７日前 7月27日 日 川井地区町内会自治会連合会 万騎が原連合自治会

６日前 7月28日 月 今宿地区町内会自治会連合会 さちが丘地区連合自治会

５日前 7月29日 火 上白根連合自治会 希望が丘南地区連合自治会

４日前 7月30日 水 旭北地区連合自治会 希望が丘東地区連合自治会

３日前 7月31日 木 白根地区町内会自治会連合会 希望が丘連合自治会

２日前 8月1日 金 鶴ヶ峰地区町内会連合会 笹野台地区連合自治会

１日前 8月2日 土 旭中央地区連合町内会 二俣川地区連合自治会

連合別 担当期日前投票所一覧表

投票日８月３日（日）

従事場所
旭区役所 サンハート

連長用 参考２－３
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投票管理者 各位 

横浜市旭区選挙管理委員会 

委員長  篠 﨑 啓 史 

横浜市長選挙 投票事務従事者の推薦等について（依頼） 

時下 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 この度は令和７年８月３日執行の横浜市長選挙における投票管理者をお引き受

けいただきありがとうございます。 

つきましては、次のとおり投票事務従事者の推薦をお願いいたしたく、お忙し

いところ大変恐縮ですが、御協力いただきますようお願いいたします。 

また、投票管理者の概要を裏面で御案内いたします。 

なお、職務の詳細につきましては、追って、選任通知と合わせ資料を送付いた

しますので、お待ちいただきますようお願いいたします。 

１ 依頼内容 

事務従事者の推薦 

  『参考３-２ 投票事務従事者推薦要領』に、推薦人数、推薦基準等を記載し 

ています。こちらを御確認いただき、『資料３-４ 従事者名簿』に御記入くださ 

い。 

２ 提出方法 

  同封の返信用封筒を用いて、資料３-４（※）を旭区選挙管理委員会宛てにご

郵送ください。  

 （※）資料３-４をメールで御提出いただける場合は、データをお送りします。投票所名、

送信者氏名、必要な資料番号（３-４）を本文中に入力いただき、下部のアドレスに

メールで御連絡ください。

３ 提出期限 

 令和７年６月６日（金） 

４ 前回からの変更点 

市選挙管理委員会では、従事者を確保する負担軽減の観点から、投票所従事 

者基準の見直しを行い、有権者数 5,000 人未満の投票所について現行から１名 

減としています。区選管では、各投票所が適正に運営できるよう、投票者数や 

投票所の施設状況を加味した従事者数を算出しています。 

裏面あり 

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料３－１ 
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１ 職務 

  投票所における管理執行 

２ 従事日時 

※ 投票日は令和７年８月３日（日）です。

(1) 投票日前日：２時間程度（前日設営）

※ 集合時間は事務主任が施設管理者・投票管理者様と調整したうえで決

定します。

(2) 投・開票日当日：午前６時 30 分～午後９時頃見込み

※ 投票（午前７時から午後８時）事務従事後、開票所への事務引継ぎを

終えて、解散となります。 

３ 報酬額（前回実績） 

26,000 円（13,000 円×２日分） 

※ 今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。

※ 投票日当日に途中交代をする場合、当日分は半額になります。

４ 投票管理者の告示について 

公職選挙法施行令第25条の規定「投票管理者又はその職務を代理すべき者 

を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならな 

い」により、投票管理者の住所（行政区まで）及び氏名は告示されますので 

御承知おきください。 

５ その他 

・今回は参議院議員通常選挙執行中で開催が難しいため、投票管理者・事務主

任打合せ会は行いません。

・各投票所の担当者が決まり次第、事務主任から投票管理者様に御連絡差し上

げます。

・投票管理者選任通知は、後日お送りします。その際に「投票管理者の手引き」

を同封しますので、投票日当日までに御一読ください。

当日投票所のお食事（昼食・夕食）について 

・各投票所において任意でご注文いただきます。

・食事をご持参なさるか、あるいは各投票所で弁当注文等を行うかについての調

整は、各投票管理者と各投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）間で行っ

ていただきます。事務主任・庶務主任からの連絡をお待ちください。

・調整結果について、立会人や事務従事者には各投票所の事務主任・庶務主任か

ら電話等で伝達・確認を行います。

投票管理者について 
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横浜市長選挙 投票事務従事者推薦要領 

2･4･6･7･16･19･21･22･25･26･28･32･33･34･39･41･42･43 

１ 推薦人数 

原則５名（うちパソコン操作者２名） 

※ パソコン操作者の作業内容は、「投票のご案内」に印字されたバーコードを読み取

り、確認ボタンをクリックし、「投票のご案内」にチェックをつけるという、簡単

な作業です。別途、投票所従事職員より説明いたします。

※ 有権者の人数等により推薦人数が異なる場合や、パソコン操作者が３人の場合

があります。推薦人数は、投票所ごとに用意された推薦名簿でご確認ください。

２ 投票事務従事者の推薦について 

(1) 投票日前日及び投票日当日ともに参集できる方。

(2) 投票事務に従事して知り得た投票の秘密など個人情報等のプライバシーの

保護を守れる方。

(3) 年齢が 16 歳以上の方（高校１年生以上）。

※ 従事いただく際の服装については、肌の露出の多いもの、華美なものはお控えい

ただくよう、あらかじめお伝えいただければ幸いです。

(4) 投票立会人以外の方。

３ 従事日時 

※投票日は令和７年８月３日（日）です。

(1) 投票日前日

２時間程度（前日設営）

※ 集合時間は事務主任が施設管理者・投票管理者様と調整したうえで決定します。 

(2) 投票日当日

午前６時 30 分～午後８時 30 分頃

４ 報酬（予定） 

(1) 投票日前日・・・・・・・・ 2,500 円＋交通費（実費） 

(2) 投票日当日・・・・・・・・18,972 円＋交通費（実費）

※ 投票日当日の報酬につきましては、所得税「372 円」を源泉徴収させていただきます

ので、実際の手取り額は「18,600 円」（前回実績）となります。

なお、報酬額は、変更となる可能性があります。 

※ 交通費については最も経済的かつ合理的な経路で計算し、IC カード利用の金額での

支給となりますので「従事者名簿」に記載いただいた金額と異なる場合がございます。

御了承ください。

５ その他 

・投票事務従事者の方に対しての事務説明会はありません。

・後日、各投票所の事務主任・庶務主任（区役所職員）から従事者の方あてに、

委嘱状と合わせて投票日前日・当日の集合時刻等をお知らせいたします。

・推薦後～投票日当日までに従事できない方が現れた場合は、新たに別の方の御

推薦をお願いいたします。

参考３－２ 
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第 1

【横浜市長選挙】

投票事務従事者名簿

記入者名： 投票所 旭区役所

番
号

フリガナ

生年月日 住　　所
連絡先

※日中連絡不可の場合は
メールアドレス併記をお願いいたします。

投票所までの経路
氏　　名

例
１

アサヒ　タロウ

昭和 62 年 10

例
２

メイスイ　ハナコ

平成 5 年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

旭　太郎 なしメール ○○○○@gmail.com
月 1 日 旭区さちが丘○○

電　話 045-123-4567

090-1234-5678 公共交通機関の利用 ありの場合のルート

明推　花子 あり 自宅→相鉄○○バス停→二俣川（○○円）→投票所メール △△△△@hotmail.com
1 月 23 日 旭区二俣川２-○○

電　話

パ
ソ
コ
ン
操
作
者

1 年

2

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話

年

電　話 公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
年 月 日

4 年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話
3

年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話

6 年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話
5

年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話

8 年

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話
7

公共交通機関の利用 ありの場合のルート

メール
月 日

電　話

資料３－４★
締切：６月６日（金）
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投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

横浜市長選挙 当日投票所の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年８月３日執行の横浜市長選挙における投票立会人をお引き

受けいただきありがとうございます。投票日当日までに投票立会人の心構え

（参考４－２）を御一読いただき、投票所での立会いをよろしくお願いいたし

ます。 

１ 投票立会人の職務 

投票所における投票の立会い 

２ 従事日時 

令和７年８月３日（日）午前６時 30 分～午後９時 00 分頃見込み 

※ 投票（午前７時から午後８時まで）事務従事後、投票立会人２名のう

ち１名につきましては、開票所への事務引継を終えて、解散となりま

す。

※ 交代制をとる場合の時間は次のとおりです。

（前半）午前６時 30 分から午後１時 30 分まで

（後半）午後１時 30 分から午後９時 00 分頃まで

３ 報酬額（前回実績） 

１２，０００円（交代制の場合は６，０００円） 

（今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

４ その他 

・選任通知書等の書類につきましては、後日送付いたします。

・当日のお食事をご持参いただくか否かについては、各投票所の事務主任・

庶務主任（区役所職員）からお電話等でご連絡いたします。

なお、やむを得ない事情により当日の立会いが困難となった時点で、以下

の連絡先へ速やかに御一報ください。

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料４－１ 
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投 票 立 会 人 の 心 構 え 

１ 定刻までに必ず選任通知書、印鑑を持ってお集まりください。 

２ 用便、電話、その他真にやむを得ない理由がある場合の外は、投票所を出ないで

ください。また、やむを得ず席を立つ場合は、投票管理者等に声をかけてください。 

３ 投票立会人として選任されますと、その公益代表としての職責上、病気その他や

むを得ない事故等、正当な理由がなければ辞職することはできないことになってお

ります。 

４ 職務上知り得た事柄、特に選挙人の生年月日・続柄等プライバシーに関すること

は、絶対にもらしたり、話題にしたりすることのないよう注意してください。 

投 票 立 会 人 の 主 な 仕 事 

 投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務の執

行が公正に行われるように監視することがその役目です。その担任する事務の主なも

のは次のとおりです。 

１ 投票手続全般について立ち会うこと。（法 38） 

立会人は、選挙人の自由な意思表明を容易にするという見地等から、投票管理者

から意見を求められた場合に限らず、投票管理者に協力し、また、積極的に投票事

務に立ち会ってください。 

・ 選挙人が投票する前に、投票箱に何も入ってないことの確認をするときに必ず

立ち会ってください。 

・ 投票に来た選挙人を選挙人名簿と対照するとき、また、投票用紙を選挙人に交

付するときに立ち会ってください。（令 35） 

２ 次の場合に意見を述べること。 

(1) 投票を拒否するかどうかについての意見を求められたとき。（法 50Ⅱ）

(2) 代理投票を拒否するかどうかについて意見を求められたとき。（この場合、投

票管理者が拒否の決定を下したときは、それに対して異議を申し立てることはで

きません。）（令 41Ⅰ） 

(3) 代理投票を補助する者の選任について意見を求められたとき。(法 48Ⅱ)

(4) 不在者投票、在外投票を受理するかどうかについて意見を求められたとき。

(令 63Ⅰ)（指定投票区のみ）

３ 投票を拒否された選挙人、又は投票を拒否されない選挙人について異議があると

き、意見を述べること。（法 50Ⅴ） 

４ 代理投票を認められた選挙人について異議があるとき意見を述べること。 

（令 41Ⅲ） 

５ 投票箱の閉鎖に立ち会うこと。 

６ 投票録に署名すること。（法 54） 

７ 投票管理者が投票箱を投票所から開票管理者のもとに送るときに付き添うこと。

（法 55） 

連長用　参考４－２ 
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区役所期日前投票所投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

期日前投票所の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年８月３日執行横浜市長選挙における期日前投票所の立会人

をお引き受けいただきありがとうございます。立会人の心構え（参考５－３）

を御確認いただき、期日前投票への立会いをよろしくお願いいたします。 

１ 投票立会人の職務 

期日前投票所における投票の立会い 

２ 従事場所 

旭区役所期日前投票所（旭区役所 地下１階会議室） 

※ 区役所スロープを降りた先の地下夜間休日入口からお入りいただき、

業務員に「期日前投票所の立会人です。」とお申し出ください。

３ 立会日時 

立会日 ：参考２－３（地区連合別 担当期日前投票所一覧表）のとおり 

  立会時間：午前８時 30 分～午後８時 00 分 

開始前の打合せのため 15 分前にお集まりください。また、立 

会終了後は、投票箱施錠と書類作成のため 15 分ほど要します。 

※ 交代制をとる場合の立会時間は次のとおりです。

（前半）午前８時 30 分～午後２時 15 分

（後半）午後２時 15 分～午後８時 00 分

４ 報酬額（前回実績） 

１１，０００円（交代制の場合は５，５００円） 

（今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

５ その他 

 お食事は期日前投票所近辺でお取りくださいますようお願いいたします。

休憩スペースは設けておりますので、適宜御利用ください。（旭区役所内に

食堂・売店はございません。）

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料５－１ 
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臨時期日前投票所投票立会人 様

横浜市旭区選挙管理委員会

期日前投票の立会いについて（連絡） 

この度は令和７年８月３日執行の横浜市長選挙における期日前投票所の立会

人をお引き受けいただきありがとうございます。立会人の心構え（参考５－

３）を御確認いただき、期日前投票への立会いをよろしくお願いいたします。

１ 投票立会人の職務 

期日前投票所における投票の立会い 

２ 従事場所 

臨時期日前投票所（旭区民文化センター サンハートホール） 

３ 立会日時 

立会日 ：参考２－３（地区連合別 担当期日前投票所一覧表）のとおり 

立会時間：午前９時 30 分～午後８時 00 分 

開始前の打合せのため 15 分前にお集まりください。また、立 

会終了後は、投票箱施錠と書類作成のため 15 分ほど要します。 

※ 交代制をとる場合の立会時間は次のとおりです。

（前半）午前９時 30 分～午後２時 15 分

（後半）午後２時 15 分～午後８時 00 分

４ 報酬額（前回実績） 

１１，０００円（交代制の場合は５，５００円） 

（今回の選挙から 1,500 円程度の増額を予定しています。） 

５ その他 

 お食事は期日前投票所近辺でお取りいただくほか、休憩スペースも設けて

おりますので、お弁当をご持参の場合は適宜ご利用ください。

横浜市旭区選挙管理委員会 佐藤、佐々木、岩澤 

（旭区役所総務課統計選挙係兼任） 

電 話：045-954-6012  FAX：045-951-3401 

メール：as-toukei@city.yokohama.lg.jp

連長用 資料５－２ 
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連長用　参考５－３ 

期日前投票所投票立会人の心構え 

１ 定刻までに必ず、印鑑と口座振込依頼書を持って指定された期日前投票所にお集

まりください。 

２ 用便、電話、その他真にやむを得ない理由がある場合の外は、期日前投票所を出

ないでください。また、やむを得ず席を立つ場合は、投票管理者等に声をかけてく

ださい。 

３ 投票立会人に選任されますと、その公益代表としての職責上、病気その他やむを

得ない事故等、正当な理由がなければ辞職することはできないことになっておりま

す。 

４ 職務上知り得た事柄、特に選挙人の生年月日・続柄等プライバシーに関すること

は、絶対にもらしたり、話題にしたりすることのないよう注意してください。 

期日前投票所投票立会人の主な仕事 

 投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務の執

行が公正に行われるように監視することがその役目です。その担任する事務の主なも

のは次のとおりです。 

１ 投票手続全般について立ち会うこと。（法 48 の 2 により読み替える法 38） 

立会人は、選挙人の自由な意思表明を容易にするという見地等から、投票管理者

から意見を求められた場合に限らず、投票管理者に協力し、また、積極的に投票事

務に立ち会ってください。 

・ 選挙人が投票する前に、投票箱に何も入ってないことの確認をするときに必ず

立ち会ってください（初日のみ、2日目以降は投票箱を交換する場合のみ）。 

・ ２日目以降は投票箱の上ぶたの開錠に立ち会ってください（投票箱本体の鍵は

開錠しません）。 

・ 投票に来た選挙人を選挙人名簿と照合するとき、また、投票用紙を選挙人に交

付するときに立ち会ってください。（令 35） 

２ 次の場合に意見を述べること。 

(1) 投票を拒否するかどうかについての意見を求められたとき。（法 50Ⅱ）

(2) 代理投票を拒否するかどうかについて意見を求められたとき。（この場合、投

票管理者が拒否の決定を下したときは、それに対して異議を申し立てることはで

きません。）（令 41Ⅰ） 

(3) 代理投票を補助する者の選任について意見を求められたとき。(法 48Ⅱ)

３ 投票を拒否された選挙人又は投票を拒否されない選挙人について、異議があると

き、意見を述べること。（法 50Ⅴ） 

４ 代理投票を認められた選挙人について異議があるとき、意見を述べること。 

（令 41Ⅲ） 

５ 投票箱の閉鎖に立ち会うこと。 

６ 投票録に署名すること。（法 54） 
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自治会町内会館整備について【事業説明】 

１ 事業の趣旨 

  令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 

※公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出をお願いします。

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

３ 制度について 

（１）制度概要

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。

（２）整備の種類、補助率、補助限度額

整備の種類 補助率 補助限度額 

新築・購入 2分の 1 125,000円/㎡ かつ 1,500万円 

特殊基礎 

工事費 
2分の 1 300万円 

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ

設置工事費
2分の 1 300万円 

増築 2分の 1 630万円 

耐震補強工事 2分の 1 380万円 

修繕 2分の 1 250万円 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

裏面あり 

区連会資料　２－７

01241013
テキストボックス



４ 今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和７年７月７日（月）です。 
必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 
（内容を審査した上、予算編成の際、基礎データとします） 

・令和８年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和８年３月末頃の予定です。 

 
５ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和７年７月７日（月） 

 

６ その他 

(1)風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わ

らず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

(2)公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

(3)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED 照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100 万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

125,000円 

かつ 

1,500万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  380万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和７年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
(1) 整備予定時期の前年度の夏頃までに、事前の申出が必要です。令和８年度の会館整備に

ついては、令和７年７月７日（月）までに、各区役所地域振興課に事前の申出をお願いしま

す。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき 



 

 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



GREEN×EXPO 2027の機運醸成について【情報提供】 

  令和７年３月19日に実施した「GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会」において、公

益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会から、会場の主要施設である「政府出展」などの

展示計画を含む最新の会場計画のほか、Village出展、花・緑出展（企業・団体・個人、自

治体）、テーマ営業出店の内定者として、新たに145件が発表されました。 

 GREEN×EXPOの開催に向け、自治会町内会はじめ、市民の皆様と共に盛り上げていきたい

と考えておりますので、引き続きのご協力をお願いします。 

１ お願いしたいこと 

 【区連長】  ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

 【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

２ GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会について 

   添付の記者発表資料をご参照ください。 

脱 炭 素 ・ G R E E N × E X P O 推 進 局 
G R E E N × E X P O 推 進 課  広 報 担 当 
電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料

令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
G R E E N × E X P O 推 進 課 

区連会 資料 2-8 



報道関係者各位 

NEWS RELEASE 2025年3月19日 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

GREEN×EXPO 2027 開催まであと2年 

主要施設の展示内容など最新の会場計画を発表 

～会場を共創する出展内定者は377件に～ 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会（会長：十倉雅和、所在地：横浜市中区）は、

GREEN×EXPO 2027 (正式名称「２０２７年国際園芸博覧会」)の開催2年前である2025年3月19日（水）、

日本橋三井ホールにて記者発表会を実施しました。会場の主要施設である「政府出展」などの展示計画

を含む最新の会場計画のほか、Village出展、花・緑出展（企業・団体・個人、自治体）、テーマ営業出

店の内定者として、新たに145件を発表し、会場を共創する出展内定者（テーマ営業出店を含む）はあ

わせて377件となりました。 

空から見た GREEN×EXPO 2027 会場 



■GREEN×EXPO 2027の最新会場計画について

GREEN×EXPO 2027における会場計画のうち、主要な施設「テーマ館」「園芸文化展示」「政府出展」

の展示内容について、最新情報を公表しました。未知なる植物の力や日本の伝統的な自然観について、

見て、触れて、学んでいただける展示として準備を進めています。 

⚫ すべての生命はつながっている。植物を中心に。（テーマ館）

地球上のすべての生命のうち、重量で82％を占める植物。テーマ館では地球を支える命の根源であ

る植物の真の姿を、最新の映像技術と展示技術でお伝えします。また、東日本大震災の津波に耐えた

陸前高田市の「奇跡の一本松」の根も展示。復興を象徴する展示であり、植物が菌類と共生する土の

中の世界を最新の研究成果に基づきお伝えします。 

＜展示エリア＞ 

「奇跡の一本松」の根を展示。植物が菌類

と築く土の中のネットワークを紹介しま

す。 

⚫ 江戸時代を中心とした日本の園芸文化の神髄を表現（園芸文化展示）

日本人が自然とともに親しんできた園芸文化。江戸期には、日本の園芸文化は世界最高水準に発達し

ました。園芸文化展示では、江戸時代を中心とした日本の園芸文化の神髄を表現します。また屋外に

は、江戸時代の植木屋・花屋敷を再現。春分から始まり、晩春・初夏・盛夏・初秋と植物を入れ替え、

日本の園芸文化の水準の高さや自然観、季節感を体感いただけます。 



＜展示エリア＞ 

屋内展示では建築との調和を考慮した

展示空間を構成し、日本の園芸文化の

魅力等を発信。 

⚫ 日本の自然観を再考し、未来へ進む（政府出展）

政府出展が位置するのは、横浜市内を流れる和泉川の流頭部。この貴重な自然環境を引き継いでい

くため、流頭部の自然環境を読み解き、既存の樹木や在来の植物を活用し、屋外展示では美しい風

景としての「令和日本の庭」をつくりあげます。また、屋内展示ではプラネタリーバウンダリーと

いった地球規模の課題について、“みどり”で解決する可能性を体感・共感し、来場者が考え、ひと

りひとりが取り得る行動への一歩を提案します。

 ＜屋外展示＞ 

竹林や松林といった日本の里山の風景

を背景に、日本の雅を華やかに表現。 

＜屋内展示＞ 

農とみどりが調和した都市～農山漁村

の将来像を提示する。 

国土交通省・農林水産省提供 

国土交通省・農林水産省提供 



■「Village出展」及び「花・緑出展」の内定について

新たに「Village出展※1」に5件、「花・緑出展※2（企業・団体・個人）」に63件、そして「花・緑出展（自

治体）」に73件が内定しました。 

これにより、2024年10月1日（火）に発表された内定者とあわせて、 

「Village出展」に 13件、 

「花・緑出展」に360件、 

両出展への内定者は合計373件となりました。 

⚫ 「Village出展」第二次内定者（5件） （※五十音順）

・株式会社大林組

・清水建設株式会社

・住友林業株式会社

・東急グループ

・東日本電信電話株式会社

⚫ 「花・緑出展」第二次内定者 企業・団体・個人 （63件） 別紙一覧

⚫ 「花・緑出展」内定 自治体 （73件） 別紙一覧

※１ Village出展とは

市民や企業など多様な参加者が、コンセプトを共有しながら「幸せを創る明日の風景」を創り上げる共創事業

「Village」。その中核となる、カーボンニュートラルやネイチャー・ポジティブなど、新たなグリーン社会実現に

向けた企業による出展。 

※２ 花・緑出展とは

花と緑のプロフェッショナルが、ここでしか見られない庭園や花壇、生け花やフラワーアレンジメント、盆栽、新

品種・希少種など、多種多様な花・緑の作品を出展する、美と技術の競演。 

■「テーマ営業出店」の内定について

「テーマ営業出店※３」に4件が内定しました。 

⚫ 「テーマ営業出店」内定者 （4件）（※五十音順）

・JA グループ

・株式会社丸兆

・明治グループ

・山崎製パン株式会社



※3 テーマ営業出店とは

共創事業「Village」において、「幸せを創る明日の風景」の創出に資する、エシカル消費や食育などをテーマとし

た独自の飲食や物販等、企業・団体による出店。 



GREEN×EXPO 2027の会場空間を共創するパートナーは「Village出展」、「花・緑出展」、「テーマ営

業出店」をあわせて377件となり、多くの出展者のみなさまと一緒に魅力溢れる会場空間を準備して参

ります。 

※Village 出展、花・緑出展、テーマ営業出店の各内定者より個別リリースが発出されている場合がございます。

＜前列左から＞ 

株式会社大林組◆、住友林業株式会社◆、東日本電信電話

株式会社◆、株式会社 KT グループ◆、相鉄ホールディン

グス株式会社◆、大和ハウス工業株式会社◆、三菱国際園

芸博覧会総合委員会◆、JA グループ◇、明治グループ◇ 

＜後列左から＞ 

清水建設株式会社◆、東急グループ◆、鹿島建設株式会社

◆、三光ソフランホールディングス株式会社◆、竹中グル

ープ◆、東邦レオ株式会社◆、株式会社丸兆◇、 

山崎製パン株式会社◇ 

（企業・団体名のみ。敬称略。◆は Village 出展内定者、◇はテーマ営業出店

内定者。） 

Village 出展・テーマ営業出店内定者 

会場計画図ならびに Village 出展・テーマ営業出店の配置 



2 年前発表会に参加された出展内定者一同 

花・緑出展内定者 

＜前列左から＞ 

株式会社サカタのタネ、一般社団法人ジャパン・フラワ

ー＆コミュニケーションズ、一般社団法人 JFTD（花キュ

ーピット）、全国花みどり協会、玉川大学、一般社団法人

日本植木協会、一般社団法人日本造園建設業協会、公益

社団法人日本フラワーデザイナー協会、株式会社ハクサ

ン  

＜後列左から＞ 

福島県、千葉県、富山県、神戸市、福山市、高松市、 

熊本市 



■主催者挨拶

【十倉会長コメント】 

GREEN×EXPO の見どころの一つとなるテーマ館や園芸文化展

示、政府出展など、本博覧会の魅力の一端をご紹介する。皆様ぜ

ひ楽しみにしていただきたい。 

２年後、会場となる横浜・上瀬谷で、圧倒的な花と緑、魅力的な

空間を創出し、皆様をお迎えできるよう、協会一同、関係者の皆

様ととともに、引き続き着実に準備を進めていく。 

登壇者一覧 ※敬称略

・会長 十倉 雅和（日本経済団体連合会 会長） 

・副会長 山中 竹春（横浜市長）

・副会長 黒岩 祐治（神奈川県知事）

【山中市長コメント】 

GREEN×EXPOは、米軍から返還された土地の友好平和利用の

象徴であり、また、国内外から参加される多くの皆様と、気候

変動の課題を共有し、解決につなげるアクションを起こす場、

そしてそのアクションを世界へと発信していく場。 

一人一人の行動やライフスタイル、企業行動を変えていくきっ

かけとなるGREEN×EXPOを、ホストシティとして、皆様とと

もに大いに盛り上げていきたい。 

【黒岩知事コメント】 

開催期間中のみならず、機運醸成の段階から、多様な主体が積

極的に参加し、「みんなで盛り上げ、みんなで創り、みんなが参

加できる万博」をめざす。 

また、ミュージカルや庭園等の出展を通じ、県政の基本理念で

ある、いのち輝く「"Vibrant INOCHI"」の実現をめざしていく。 



本件に関するお問合せ先 

○GREEN×EXPO 2027に関すること

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会  

【会場計画に関すること】 企画調整部調整課 担当：田中 Tel：045-307-2068 

【Village 出展・テーマ営業出店に関すること】 事業部事業企画課 担当：齋藤 Tel：045-307-2049 

【花・緑出展に関すること】出展部出展課  担当：丸山 Tel：045-307-2057 

○GREEN×EXPO 2027 PR事務局（株式会社プラチナム内） 担当：星野・河村・小野

MAIL：greenexpo2027_pr@vectorinc.co.jp 

TEL：03-5572-6072 FAX：03-5572-6075 

GREEN×EXPO 2027 開催概要 

名 称   ２０２７年国際園芸博覧会 

 (International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan) 

正 式 略 称  GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ) 

開 催 場 所  神奈川県横浜市 

開 催 期 間  2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テ ー マ  幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～  

博覧会区域  約100ha(内、会場区域80ha) 

ク ラ ス    A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参 加 者 数  1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

公式サイト  https://expo2027yokohama.or.jp/ 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

●「GREEN×EXPO 2027 開催 2 年前記者発表会」開催概要

【日時】2025 年 3 月 19 日（水）10 時 30 分～11 時 15 分 

【会場】日本橋三井ホール 

【登壇者】 

・２０２７年国際園芸博覧会協会 会長 十倉 雅和（日本経済団体連合会 会長）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 副会長 山中 竹春（横浜市長）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 副会長 黒岩 祐治（神奈川県知事）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 推進戦略室長 脇坂 隆一

・Village 出展内定者 13 件 

・テーマ営業出店内定者   4 件

・花・緑出展内定者 16 件 

【内容】 

・オープニングアタック映像

・主催者挨拶

・GREEN×EXPO2027 紹介映像

・会場計画・出展関連情報発表

・内定者紹介・フォトセッション









１． 工事の状況

旧上瀬谷通信施設地区では、ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７の開催や、その後のまちづくりに向け、土地区画整理事業、周辺道路

整備事業、公園整備事業及び会場整備工事を進めています。

工事期間中、安全対策等には細心の注意を払いながら施工いたしますので、よろしくお願いいたします。

旧上瀬谷通信施設地区におけるR7年度の工事について
区 連 会 ４ 月 説 明 資 料
令 和 ７ 年 ４ 月 １ ８ 日
上 瀬 谷 整 備 事 務 所
２０２７年国際園芸博覧会協会

至 十日市場駅

堀
谷
戸
川
調
整
池

相沢川調整池大門川調整池

瀬谷地内線

環
状
４
号
線

上川井瀬谷１号線

上川井瀬谷２号線
GREEN×EXPO 2027

会場区域

①目黒交番前交差点【橋梁基礎工事）】

②バイパス道路【仮囲いを活用したＰＲ】 ⑤相沢川調整池（地下式）【躯体工）】

③上川井瀬谷１号線【工事用う回路】 ⑥和泉川付近【植樹・移植工）】

④八王子街道【道路拡幅工事）】

①

②

③

■お問い合わせ先

（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７について）

公益社団法人 ２０２７年国際園芸博覧会協会 電話 045-307-2099

（土地区画整理事業・周辺道路整備事業について）

横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所 電話 045-900-0702

工事用う回路
⑤
相沢川調整池
（地下式）

⑥

④

区連会 資料３ー１



2. 令和７年度の工事予定



 

 

 

令和７年４月18日 

各地区連合自治会町内会長 様 

 

 

日本赤十字社神奈川県支部  

横浜市地区本部旭区地区委員会     

                     委員長（旭区長）権藤  由紀子  

 

 

令和６年度 日本赤十字社会費募集の結果報告について  

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

日頃より、日本赤十字社の事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。  

令和６年度の会費募集につきましては、自治会町内会の皆様から、別紙のと

おり10,900,544円をお寄せいただきました。誠にありがとうございました。  

 

なお、令和７年度におきましても５月１日から「日本赤十字社寄付増強月

間」が始まり、会費募集が開始されます。つきましては、例年同様に皆様のご

協力をいただきたく、お願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

日赤旭区地区委員会    

担当:杉山 

TEL：392-1123  

FAX：392-0222 

区連会 資料 ３-２ 

 



〔別紙〕

令和７年３月31日時点
（単位：円）

番号 地区連合町内会
地域振興課
登録世帯数

日赤会費目安額 日赤会費 実績額

1 鶴ヶ峰 8,844 1,009,060 1,003,590

2 白根 4,201 533,750 554,806

3 旭北 4,774 719,280 860,091

4 上白根 626 69,150 79,410

5 今宿 4,562 619,160 626,644

6 川井 4,185 538,330 523,214

7 若葉台 5,039 776,030 868,557

8 笹野台 3,817 595,810 628,810

9 希望が丘 3,261 394,730 409,025

10 希望が丘東 5,313 858,470 936,521

11 希望が丘南 2,986 401,430 432,524

12 さちが丘 3,764 459,240 547,880

13 万騎が原 2,766 373,380 346,592

14 二俣川 5,367 644,480 669,085

15 二俣川NT 3,915 486,540 443,473

16 旭中央 1,806 205,890 207,638

17 旭南部 3,709 527,790 548,874

18 左近山 4,306 490,880 490,880

19 市沢 1,873 312,620 358,645

20 その他 5,021 463,090 364,285

【合計】 80,135 10,479,110 10,900,544

補足）目安額の算出について

　＊日赤会費を　①戸別募集する自治会町内会………………………前年度実績額の85％

　＊日赤会費を　②自治会費より寄付金扱いの自治会町内会………95％世帯数×120円

※参照登録世帯数… 令和6年1月5日

令和６年度　日赤会費募集結果一覧



 

 

 令和７年４月18日 

各地区連合自治会町内会長 様 

各自治会町内会長     様 

                    日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部旭区地区委員会 

委員長（旭区長）権藤 由紀子  

                      

令和７年度日本赤十字社会員増強運動（会費募集）について【ご依頼】 
 

 平素より、本会の活動にご理解とご支援を賜り、お礼申し上げます。 

また、日頃より会員増強運動（会費募集）の推進にご協力を賜り、心からお礼申

し上げます。 

 今年度の会費募集につきましても、ご協力いただきたくお願い申し上げます。 

なお、令和５年度からゆうちょ銀行での払込方法を変更しております。詳しくは次のと

おりです。ご確認をお願いいたします。 

 

１ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】会費募集及び会費納入にご協力お願いいたします。 

 

２ ご留意いただきたい点 

 令和５年度から日本赤十字社会費の専用払込票（青色）にて払込をお願いしてい

ます。この専用払込票をご使用いただくことにより、ゆうちょ銀行での硬貨取扱手

数料は免除となります（ATMでのご利用はできません）。 

 なお、払込先は「日本赤十字社神奈川県支部」となりますが、旭区地区委員会の

実績として処理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事務局】旭区社会福祉協議会 齋藤・杉山 

電話：392-1123 / FAX：392-0222 

 

 
裏面あり 
 

 

区連会 資料 ３-３ 

 



日本赤十字社会員増強運動（会費募集）の取扱について 
 

日本赤十字社会費募集は任意の会費であり、決して強制ではありません。ご協力 

いただける場合は、次のとおりお取扱いをお願いいたします。 

 

１ 日赤会員増強運動（会費募集）について 

 日本赤十字社は、災害発生時における国内外の救援活動や血液事業、看護師養成等の諸

事業の遂行により、地域社会の福祉の向上に大きく貢献しています。 

これら日本赤十字社の諸事業は、政府の補助金によるものでなく、みなさまから寄せら

れた会費（寄付金）によって運営されております。 

 令和７年度におきましても、５月１日から「赤十字運動月間｣がスタートし、会員増強運

動（会費募集）を進めてまいります。 

つきましてはご多忙のところ誠に恐縮でございますが、別紙資料をご参照のうえ、また

募集用資材のポスター・チラシ等をご活用いただき、自治会町内会のみなさまに赤十字運

動へのご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

２ 運動期間（会費納入期日）について 

 以前は、７月末を目安にお願いしていましたが、今年度も自治会町内会の状況に合わせ

て柔軟にご対応いただき、令和７年９月末を目安にご納入くださいますようお願い申し上

げます。 

 

３ 日本赤十字社会費目安額について 

（１）目安額は別紙１【目安額および資材内容一覧】をご確認ください。 

自治会町内会ごとの目安額の算出方法は次のとおりです。 

 ①会費を戸別募集する自治会町内会 

  前年度募集実績額×85％ 

 ②会費を自治会費からご寄付いただく自治会町内会 

  地域活動推進費申請世帯数×95％×120円 

 

４ 資材について 

  令和７年２月にご回答いただいた資材調査に基づき、別紙１【目安額お 

よび資材内容一覧】のとおり資材を同封しています。不足等がございましたら 

別紙２【資材追加送付依頼書】または電話等にて事務局までご請求ください。 

※領収書は、取扱いにご注意いただき、自治会町内会で保管をお願いいたします。 

  ※新たに会員になられた方（会費500円以上ご協力いただいた方）のうちご希望の方には「協

力会員門標」をお渡しいたします。事務局までご請求ください。 

  ※2,000円以上ご協力いただいた方には「会員門標」を支部からご郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



５ 会費納入方法について 

  日本赤十字社会費を自治会町内会または地区連合自治会町内会ごとにお取りま 

とめいただき、次のいずれかの方法でのご納入をお願いいたします。 

（１）振込の場合 

同封の専用払込票（青色）により最寄りの郵便局からお振込みください。硬貨

取扱手数料は免除となります。領収書は後日ご郵送いたします。 

 

※払込１件につき 10 万円を超える送金に対し、郵便局によっては依頼人確認のため免許証

などの本人確認書類や（自治会町内会名であれば）会則等の提示が求められることがあります。

ご面倒をおかけしますがご承知いただければと存じます。 

 

【払込票見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務局（旭区社会福祉協議会内）窓口にお持ちいただく場合 

金額が確定次第、領収書をその場でお渡し、または後日ご郵送いたします。 

なお、更生保護協会会費とあわせて窓口にお持ちいただく場合は、その旨を 

お申し出ください。 

 

 

 

【No.1  ●●自治会】<●●は印字済> 

 

 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を戸別募集する自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和７年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
前年度募集実績額（    円）×85％ 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和７年２月に実施した調査に基

づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和７年１月23日
付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。 

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の会

葦の会 ウイングスのご協力を得ています。 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：齋藤・杉山 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 

別紙１ 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を自治会費からお集めいただく自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和７年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
対象世帯数（  世帯）×95％×120円 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 戸別募金用封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和７年２月に実施した調査に基

づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和７年１月23日
付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。  

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の 

会葦の会 ウイングスのご協力を得ています。 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：齋藤・杉山 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 

 

別紙１ 



日赤旭区地区委員会 （事務局）旭区社会福祉協議会 宛 FAX 045-392-0222 
MAIL asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp     

【日赤資材追加送付依頼書】 
自治会名                      

ご記入者名           （電話   ―    ） 

令和７年度 日赤会費募集資材について追加送付のご希望は下記へご

記入ください。 
 

 資 材 名 数 量 

（１） 払込取扱票（青色）  

（２） 委嘱状（カードサイズ）  

（３） パンフレット（A5小冊子）  

（４） チラシ（Ａ４版両面）  

（５） ポスター（Ａ４版片面）  

（６） 受領証（10枚綴）  

（７） 戸別募金用封筒  

（８） 門標   

（９） 特別会員名簿  

（10） その他（        ）  

 

◆お届け先の変更 
今回お送りした届け先以外をご希望の場合は、下記へご記入願います。 

  

会費資材 
 
お届け先 

〔住所〕 

〔氏名〕 

 

◆送付日の希望 
   速やかに対応いたしますが、特にお急ぎの場合は、ご記入願います。 

    
月  日 までに送付 

 

日赤旭区地区委員会 （事務局）横浜市旭区社会福祉協議会 

電話（３９２）１１２３  FAX（３９２）０２２２ 担当：齋藤・杉山 

別紙２ 











旭 福 第 2 1 5 2 号 

旭区社協第 610 号 

    令和７年４月１日 

地区別計画推進組織代表者 各位

旭区福祉保健課長 戸矢﨑 悦子 

旭区社会福祉協議会事務局長 工藤 久 

第５期旭区地域福祉保健計画（きらっとあさひプラン） 

地区別計画原稿の作成・提出について（依頼） 

日頃より、旭区地域福祉保健計画（以下、「計画」）の推進に御尽力いただきまして、厚く御礼申し上

げます。

さて、第４期計画も最終年度の５年目となり、今年度は第５期計画（推進期間：令和８年度から令和

12 年度まで）の策定年度となります。

つきましては、昨年度行っていただいた第４期計画全体の振り返りをもとに、第５期計画原稿の作成

について依頼させていただきます。

なお、本依頼については、地区別支援チームからも御連絡させていただきます。地区別支援チームに

対しては、皆様と共に連携して取り組むよう伝えておりますので、御承知おきくださいますようお願い

いたします。

１ 「地区別計画原稿」の作成・提出について 

(1) 原稿作成・提出

第４期計画全体の振り返りをもとに、添付資料１「原稿様式」に沿って第５期計画原稿の作成・

提出をお願いいたします。 

(2) 校正

提出いただいた原稿については、デザイン入稿後、地区別支援チームを通して、原稿校正（３

回程度）の御依頼をさせていただきますので、あらかじめご承知おきください。 

提出期日 

 令和７年９月 30日（火） 

提出先  

(1) 各地区を担当する地区別支援チームのリーダー（係長）へ御提出をお願いいたします。

(2) 福祉保健課へは、地区別支援チームリーダーから提出します。

※ 原稿の内容について、必ず各地区連合自治会町内会長と共有いただいた上で、

御提出くださいますようお願いいたします。

区連会 資料 ３－５



 

 

【参考】策定スケジュール 

 

 

２ 添付資料 

 【資料１】第５期 地区別計画原稿様式 

【資料２】第４期 地区別計画取組経過シート 

【資料３】第４期 地区別計画策定時提出原稿（記載例） 

 【資料４】第５期 区全域計画骨子、策定スケジュール 

 

〔お問合せ先〕 
旭区福祉保健課（担当：山根、岡田、泉谷）  旭区社会福祉協議会（担当：三木、宮地、杉山） 
電話 954－6143 ／ FAX 953－7713    電話 392－1123 ／ FAX 392－0222 



   令和７年４月８日 

地区別計画推進組織代表者 各位 

旭区福祉保健課長 戸矢﨑 悦子 

旭区社会福祉協議会事務局長 工藤 久 

第５期旭区地域福祉保健計画（きらっとあさひプラン） 

地区別計画原稿作成依頼に係る追加資料について（送付） 

日頃より、旭区地域福祉保健計画（以下、「計画」）の推進に御尽力いただきまして、厚

く御礼申し上げます。 

さて、先日、４月１日付で発出した旭福第 2152号において、地区別計画推進組織の皆様

に第５期計画の原稿作成を御依頼したところですが、作成にあたり参考としていただける

資料を改めて作成しましたので、送付させていただきます。原稿案作成の際には、是非ご活

用ください。 

１ 送付内容（４点） 

・追加資料１ 第５期 地区別計画原稿 作成要領

・追加資料２ 第５期 地区別計画原稿 作成要領入り様式

・追加資料３ 第４期旭区地域福祉保健計画 地区別計画リーフレット

  ・（参考資料）第５期旭区地域福祉保健計画地区別計画原稿の作成・提出について 

〔お問合せ先〕

旭区福祉保健課（担当：山根、岡田、泉谷） 旭区社会福祉協議会（担当：三木、宮地、杉山）

電話 954－6143 ／ FAX 953－7713    電話 392－1123 ／ FAX 392－0222 



第５期地区別計画原稿 作成要領 

第４期地区別計画リーフレット及び令和７年３月にご提出いただいた地区別計画取組経過

シートの「第４期地区別計画の振り返り」をもとに、第５期地区別計画の原稿を作成してく

ださい。 

※「第４期地区別計画の振り返り」の主な内容

(1) 地域の変化（コロナ禍で始まった第４期計画を振り返る上で、人との関わり方や地域

活動のあり方など） 

(2) 第４期計画で設定した目標に対する進捗状況

(3) 次の５年間（第５期計画）を見据え、継続して取り組みたいことや新たに取り組みた

いこと 

１ 第５期地区別計画原稿 作成方法について 

(1) 記載範囲や文字のサイズについて

原稿は、Ａ３見開きページの範囲で作成してください。

文字のサイズは、14p以上で記載してください。

(2) 項目について

実線の枠は、全地区共通の項目です。点線の枠は、自由作成項目です。

地区のオリジナル項目を作成していただくことも可能です。

(3) 写真・イラストについて

掲載する写真・イラストがございましたら、画像データを原稿に挿入の上、原

本データを原稿と併せてご提出ください。 

オリジナルイラストの作成も可能です。その際は、イメージ図やイメージの補

足説明文をご提出ください。 

２ 第５期地区別計画原稿 全地区共通項目について 

(1) 地区の未来図

「地域で支えあい 安心して自分らしく安心して暮らせる」ために、お住いの地区を

どのようなまちにしたいか、まちの未来像を記載してください。 

(2) これまでの取組

第４期計画推進期間（2021年～2025年）に実施した取組について記載してください。

裏面あり 



(3) 推進体制

地区別計画推進組織（支えあい連絡会など）の名称と構成を記載してください。

(4) 未来図に向けた目標と主な取組

地区の未来図に向けた目標を設定します。

目標達成に向けて、主に取り組んでいくことを考えます。

＜目標を決める際の考え方＞ 

・地域社会が求めていること

・住民主体の活動により解決可能な取組

・活動する人々自身が取り組みたいこと

(5) 地区の紹介

山川や交通などの地理を中心とした地区の紹介文を記載して下さい。第４期計画の文

章を必要に応じて修正し、おおむね 80字～120字程度で記載してください。 

その他、ご不明な点等ございましたら、地区別支援チームにご相談ください。 



第５期旭区地域福祉保健計画 地区別計画 原稿様式（作成要領入り） 

●●地区の未来図と取組

目標Ａ：地区の未来図に向けた目標を設定します。

＜目標を決める際の考え方＞ 

(1) 地域社会が求めていること

(2) 住民主体の活動により解決可能な取組

(3) 活動する人々自身が取り組みたいこと

（主な取組） 

目標達成に向けて、主に取り組んでいくことを考えます。 

（未来図の補足説明） 

「地域で支えあい 安心して自分らしく安心して暮らせる」ために、 

お住いの地区をどのようなまちにしたいか、まちの未来像を記載してください。

私たちが描く 地区の未来図 

地区別計画推進組織から地域住民の皆さんへのメッセージを記載してください。 

メッセージ

第４期計画推進期間（2021 年～2025 年）に実施した取組について 

記載してください。

これまでの取組 

地域住民の皆さんに知ってもらいたい地区の活動や行事、取組についての 

紹介文や写真を掲載してください。 

地域活動・行事・取組などの紹介 

地区別計画推進組織（支えあい連絡会など）の構成を記載してください。

推進体制 

【提出方法】提出期日:令和７年９月 30日（火） 

提出先：各地区を担当する地区別支援チームのリーダー（係長） 

※ 各地区連合自治会町内会長と共有いただいた上で御提出ください。

第４期の振り返り 

まち 

未来図に向けた目標と主な取組 

第４期地区別計画リーフレット及び令和７年３月にご提出いただいた地区別計画取組経過シートの

「第４期地区別計画の振り返り」をもとに、第５期地区別計画の原稿を作成してください。 

💡💡 地域住民の皆さんに計画や取組を知ってもらい、理解を広めていくには、 

分かりやすさや覚えやすさが大切です。

【作成方法】◆ 記載範囲や文字のサイズについて 

記載範囲：Ａ３見開きページの範囲 

文字のサイズ：14p以上 

◆ 項目について

実線の枠：全地区共通の項目

点線の枠：自由作成項目

地区のオリジナル項目の作成も可能

◆ 写真・イラストについて

掲載する写真・イラストは原稿と併せて提出

オリジナルイラストの作成も可能（イメージ図や説明文を提出）

 

「第４期地区別計画の振り返り」の主な内容 

(1) 地域の変化

（コロナ禍で始まった第４期計画を振り返る上で、人との関わり方や地域活動のあり方など）

(2) 第４期計画で設定した目標に対する進捗状況

(3) 次の５年間（第５期計画）を見据え、継続して取り組みたいことや新たに取り組みたいこと



第５期旭区地域福祉保健計画 地区別計画 原稿様式（作成要領入り） 

●●地区

将来人口推計 

グラフ 

山川や交通などの地理を中心とした地区の紹介文を記載して下さい。

第４期計画の文章を必要に応じて修正してください。 

（おおむね 80字～120字程度）

ＭＡＰ 

地区の紹介 



令和6年度の振り返り 令和7年度の取り組み予定 第４期計画の振り返り

関連する区計画の目指す姿
・誰もが、ともに生きるまち
・みんなが、声をかけあえるま
ち
・ひとりひとりが、自分らしく
いられるまち

関連する区計画の目指す姿
・誰もが、ともに生きるまち
・みんなが、声をかけあえるま
ち
・ひとりひとりが、自分らしく
いられるまち

関連する区計画の目指す姿
・誰もが、ともに生きるまち
・みんなが、声をかけあえるま
ち
・ひとりひとりが、自分らしく
いられるまち

【解説】振り返りの視点
地区別計画推進組織主体で行っている取り組みや地域の組織・団体等が行っている目標に関連した取り組みを記載してください。それぞれの目標に対す
るまとめなど、話し合う機会としてこのシートをご活用ください。

(１）量で見る視点
●「場や機会の数」取組の場面や機会が増えたかを確認
●「参加者数」取組の参加者数が増えたかを確認
●「担い手数」取組の担い手数が増えたかを確認

（２）質で見る視点
●「対象の広がり」事業・活動の対象者の広がりを確認

例）参加者が高齢者中心だったが、子育て世帯も参加できるようになってきた　等
●「理解者の増加」取組の方向性や事業展開について、理解者が増えたかを確認

例）取組の目的や内容について、連合自治会定例会で説明し、地区全体の理解が広がった　等
●「組織間の連携強化」推進組織だけでなく、多様な組織・団体が連携・協働して活動しているかを確認

例）サロン活動の周知のため、民生委員やケアマネジャーからのチラシ配布を依頼した　等

（３）その他の項目　地区独自の項目を設定することができます

【目標B】　

【目標C】

 記載例：
１　活動名
（１）実施内容（日時、会場、担い
手、どんな取組をしたか、参加人数な
ど）

（２）実施結果（どうだったか、地域
の反応、良かった点、改善点など）

１　○○活動
（１）○○年〇月〇日開催。○○を行
う。
　参加者○○名
　担い手○○名
（内、○○委員〇名・○○会○○名）

（２）参加者が高齢者中心だったが、
子育て世帯も参加できるようになって
きた。今後は情報発信を強化していき
たい。

地区別計画取組経過シート（令和６年度版）

○○　地区

【目標A】 【地域の変化】
コロナ禍で始まった第４期計画を
振り返る上で、人との関わり方や
地域活動のあり方など、地域の変
化について感じていることを記載
してください。

【目標の進捗確認】
第４期計画で設定した目標を振り
返り、目標に対する進捗状況を記
載してください。

【第５期計画に向けて】
次の５年間（第５期計画）を見据
え、継続して取り組みたいことや
新たに取り組みたいことを記載し
てください。

【その他】

私たちの描く地区の未来図

令和６年10月 地区別計画推進組織の皆様に作成を依頼（令和７年３月提出）



【基本理念】
地域で⽀え合い
安⼼して⾃分らしく
暮らせるまち
旭区をつくろう

基本理念
（⻑期的な⽬標）

【家族形態の変化】
・⼈⼝減、少⼦⾼齢化
・単⾝世帯数増により、
社会的孤⽴のリスク増

・⾮正規雇⽤が増加、若い⼈の孤⽴
・新型コロナで⼈と⼈との接触が減り、つながりの希薄化進展
→これまでの活動を振り返り、再確認する機会に
→デジタル活⽤が進展、時間や空間を超えた新たなつながり

複数の分野にまたがる課題、従来の制度には合致しにくい課題、
制度の狭間に落ち込んでしまっている課題が顕在化

旭区の状況

社会の変化

⽣活課題の複雑化・複合化
地区の特性や資源を活かし
ながら、地区の課題を解決
するための取組

推進主体：地域

第５期区計画 ⾻⼦及び策定スケジュール について

第４期区計画振り返り 第５期区計画の⽅針

⽀援が必要な⼈に周囲が気付き、お互いに⽀え合える地域づく
りに、地域と関係機関が協働して取り組んできた（４期計画）
→デジタルを活⽤したつながりづくり、より⾝近な居場所づく
り、相互理解の進展、相談窓⼝の⾼度化

これまでの取組

セーフティネット（家族・地域・社会）の機能変化

【基本的な考え⽅】
・これまでの取組（〜４期）を評価し、
継続性を重視。

・４期振り返りを踏まえ、今後より重点的
に取り組むべきことを「柱」として明記。

孤⽴を⽣まない、みんなに居場所があ
る地域を⽬指します。

地域とつながる機会の創出・充実を⽬
指します。

関係機関が分野を越えて連携し、必要
な⼈に⽀援が届く体制を⽬指します。

柱１⽇常的なつながりを通じた居場所づくり

柱２セーフティネットを⽀える体制づくり

柱３地域参加のきっかけ・環境づくり

区全体に共通する課題に対する取組

推進主体：個⼈、地域・関係機関、⽀援機関

区全域計画

【地域の変化】
・活発な地域活動、担い⼿不⾜
・「隣近所と困ったときに相談・
助け合いたい⼈の割合」減少傾向

・相鉄直通、住みやすい街に

地区別計画

【第５期区計画の柱（注⼒ポイント）】

◆ ⾻⼦



◆ 策定スケジュール

５月 第１回地域福祉保健推進会議

６月    策定検討部会① 

６～８月 団体ヒアリング

10月

11月

策定検討部会② 

策定検討部会③

ジュニアボランティアアンケート

２月 第２回地域福祉保健推進会議

令和８年３月 第５期旭区地域福祉保健計画 公表

５月 策定検討部会④

７月 策定検討部会⑤

８月 第１回地域福祉保健推進会議

様々なご意見

原案

素案

要点を整理

原稿

区計画

骨子案を文章化
目標や取組内容を検討

区民意見募集を反映
コラムを検討

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

地区別計画

第４期計画の
振り返り

骨子案

・地区ごとに
地区の未来図や
目標、主な取組などを検討

９月 素案に対する区民意見募集

11月 第２回地域福祉保健推進会議

反映

ご意見

ご意見

デザイン
印刷・製本

デザイン
印刷・製本

ご意見



SDGs（Sustainable Development Goals）とは…
持続可能な開発目標）とは、2015年９月に国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するため

の世界共通の目標です。17の目標で構成されており、「誰一人取り残さない」を理念に掲げています。

詳細は裏面へ
旭区マスコットキャラクター

あさひくん

８・９・10月は「旭区ＳＤＧｓ月間」

日頃から行っているイベント・取組が、

SDGsの目標達成に繋がっています！

区⺠まつりで
⽵を使った⼯作を体験 ⽔の⼒でお掃除体験 環境にやさしい

簡単なひと⼿間を学習

区民の皆さまがＳＤＧｓを身近に感じ、行動していただく
きっかけとするためのイベントが盛りだくさんな３か月間🌸

行事・イベント・活動 募集中

2025.4.18（金）～7.20（日）

エントリーは
こちらから

区連会 資料３－６



令和７年度 旭区ＳＤＧｓ月間 エントリー行事募集要領

１ 令和７年度「旭区ＳＤＧｓ月間」について

２ エントリー方法など

お問い合わせ先

旭区役所区政推進課企画調整係（区役所２階23番窓口）

電話 045-954-6026 FAX 045-955-2856

Eメール as-kikaku@city.yokohama.lg.jp

期

間
令 和 ７ 年 ８ 月 ９ 月 1 0 月 の ３ か 月 間

●「旭区ＳＤＧｓ月間特設ウェブサイト」で、それぞれの行事・イベント・活動の内容を紹介します。
また、旭区公式Ｘ・広報よこはま旭区版など、様々な媒体を活用してＰＲしていきます。

●主催者が作成するチラシ等に「旭区ＳＤＧｓ月間」バナーをご利用いただけます。

●ＳＤＧｓを広めるアイテムとして、
旭区ＳＤＧｓオリジナルピンバッジを差し上げます。
※数に限りがありますので、なくなり次第配布終了となります。
あらかじめご了承ください。

オリジナルピンバッジ

エ
ン
ト
リ
ー
す
る
と

旭区内で実施するＳＤＧｓの目標達成につながる行事・イベント・活動対
象
イ
ベ
ン
ト
等

令和７年４月18日（金）から７月20日（日）まで
期

間

次の①・②のどちらか

① 横浜市電子申請・届出システムから申請

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/bad08d1d-382a-4a2c-a28c-ef55bb5af557/start

② ①が難しい場合は、Ｅメール・ＦＡＸ等で、下記までお問合せください
（登録用紙をお送りします）。

エ
ン
ト
リ
ー
方
法

団体（自治会、学校、会社、サークルなど、２人以上のグループ）
資

格

エントリーは
こちらから

旭区SDGs⽉間 検索

昨年のエントリー
行事一覧

※定例的な活動でも、８・９・10月に実施日があれば対象です。

※参加者を募集する行事だけではなく、団体内部で実施するイベント・活動も対象になります。

（例：ごみ拾い、地域のお祭り、ＳＤＧｓ勉強会、環境学習、防犯パトロール、防災訓練 など）



旭区子育てポータルサイト「あさひっ子もり」では、出産・育児についての手続き案内や相談窓口、
区内の子育て情報をご紹介しています。

この度、「親子の居場所」のページを拡充させ、横浜市子育て応援サイト「パマトコ」と連携する
サイトとして、４月１日にリニューアルオープンします。
今後、旭区内のより身近な子育て情報をわかりやすく発信すると同時に、「パマトコ」を120％活

用できるサイトとして、双方の掲載情報を充実していきます。ぜひご活用ください。

「親子の居場所」URL
https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kosodate_kyoiku/kosodateshien/oyakonoibasho.html

母子手帳表紙のシール
or右のQRコードから

アクセス！

ここが便利！ その１

イベント名や実施場所が
わからなくても大丈夫！

目的に応じて、一覧から
身近な子育て支援情報に
アクセスできます！

ここが便利！ その２

掲載施設の地図情報を
知りたい時や、イベン
トに申し込みたい時は、
リンクから「パマト
コ」を活用できます！

ここが便利！ その３

いつでもどこでも閲覧可
能！子育てガイドブック
に載っていたお出かけ先
情報の全てが、インター
ネットから見られます！

旭区こども家庭支援課こども家庭係 TEL: 045-954-6151

区連会 資料３－７
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旭地振第 144 号 

令和７年４月 18日 

 

旭区自治会町内会長 各位 

                           旭区役所地域振興課長 

露木 昇 

 

よこはまくらしナビの掲示依頼について（掲出依頼） 
 

 日頃より安全で快適な消費生活の推進にご協力いただきありがとうございます。 

 さて、昨年９月の区連会議題にてご説明させていただきました通り旭区では今年度より消

費生活推進員制度を休止させていただきます。つきましては、今後の啓発の一環としてよこ

はまくらしナビの掲示をご依頼させていただきます。 

 可能な範囲で自治会・町内会の掲示板に掲示していただきますようお願いいたします。 

 

・くらしナビ配送時期 

 

令和７年４月下旬 ４・５月号 11月下旬 12・１月号 

５月下旬 ６・７月号 令和８年１月下旬 ２・３月号 

７月下旬 ８・９月号 ３月下旬 ４・５月号 

９月下旬 10・11月号 

  

 

事業案内 

・消費者大学の開催 

旭区にて実施する啓発講座、今年度のテーマは「老後に向けての備えについて（仮）」、

９月 16日実施予定。 

・啓発教材の貸し出し、啓発物品の提供 

詳細につきましては地域振興課へお問い合わせください。 

旭区役所地域振興課   

担当：池上・海野  

電話：045-954-6091 

メール：as-chishin@city.yokohama.lg.jp 

区連会資料 ３－８ 



□  警告の画面や音は、まず偽物か疑う！
□  警告が表示されても、慌てずにパソコンの電源を切る！
□  判断できなければ、周りに相談！

✓
✓
✓

消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

パソコンがウィルスに感染？パソコンがウィルスに感染？
偽の警告に注意！偽の警告に注意！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和７年 

4・5月号

　ネットを利用中に突然「ウィルス感染、サポート窓口に
連絡」と警告が出たので、慌てて電話すると「除去費用
５万円を払うように」と言われた。　 （相談者：70歳代 男性）

　偽のサポート窓口に誘導し、サポート
料金をプリペイド型電子マネーで、次々
と支払わせる手口が増えています。

　警告画面の電話番号には、慌てて 
連絡をしないでください。



 

                                    

                                                                

 

 

令和７年度「旭区タウンミーティング」の実施について 

 

 

 旭区では、より住みやすい地域づくりに向けて、地域の皆様と区役所がともに考え、協働していくことを

目的にタウンミーティングを実施しています。 

令和７年度は、次のとおり実施しますので、開催を希望される地区は、希望調査票を御提出ください。 

 

 

１ タウンミーティング 

【開催内容】 

地域の皆様の関心が高い項目（１～２項目）をテーマとし、区長・関係職員との意見交換を実施 

※連合自治会町内会と区役所の共催で開催 

【昨年度のテーマ例】 

   魅力あるまちづくり、自治会の魅力発信と諸問題解消に向けて、地区における防災への取組、 

各地区・町内会の取組の報告と意見交換 

【参加者】 

地域：地域の課題解決に関係する自治会・町内会をはじめとする団体役員等広く住民の方 

   行政：原則、区長、地区担当の部長または課長、テーマに関係する職員 

 

２ 定例会等への区長訪問 

【開催内容】 

連合自治会町内会の定例会や会議等に、区長が訪問します。 

 【参加者】 

   行政：原則、区長及び地区担当の部長または課長 

 

３ 開催時期 

   令和７年６月から令和８年１月まで 

 

      

４ 依頼事項 

  開催を希望する地区は、「令和７年度タウンミーティング開催希望調査票」を御提出ください。  

   【提出期限】原則、開催希望日の２か月前 

   【提 出 先】地区担当の部長または課長（総括支援担当） 

 

５ その他 

各地区連合からの御要望につきましては、別紙１「連絡先フローチャート」別紙２「御要望について」

を御参考いただき、総括支援担当まで御相談ください。 

 

 

区 連 会 資 料 
令和７年４月 1 8 日 
地 域 振 興 課                           

【担当】 

旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階 21番窓口） 

奥村、佐藤、板橋 

TEL：954-6028、FAX：955-3341 

Eメール：as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp  

区連会 資料 ３－９  
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令和７年度「タウンミーティング」開催希望調査票 

令和７年度「タウンミーティング」の開催について、御記入ください。 

開催日時 令和 年 月 日（  ）   ： ～ ： 

開催場所 （駐車場：あり・なし） 

開催内容 タウンミーティング  ・  定例会等への訪問 

担当者連絡先 
氏名 TEL 

Email 参加者数 約      人 

開催内容 

〇話し合いたいテーマについて書ける範囲でご記入ください。 

開催内容や役割分担について、事前打ち合わせをさせていただきますので、よろし
くお願いいたします。 

地区名：      連合会長名： 

【お問い合わせ】 
旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階21 番窓口） 奥村、佐藤、板橋 
TEL：954-6028、FAX：955-3341、Email：as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

提出期限：開催希望日の２か月前 

mailto:as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp


連絡先フローチャート

いいえ

はい

いいえ

はい

「要望書」を作成し、

区役所へ、御提出ください。

旭警察署へ、御連絡ください。

電話：３６１－０１１０

旭土木事務所へ、御連絡ください。

電話：９５３－８８０１

ＦＡＸ：９５２－１５１８

電子メール：

as-doboku@city.yokohama.lg.jp

【以下についてお伝えください。】

①連合自治会町内会名

②要望場所（旭区△町△丁目△番の

住所及び目標施設）

③要望内容（例：ガードレールの補修、

道路の穴埋め、公園施設の補修）

④要望者のお名前、御住所、電話番号

⑤現場写真（添付可能な場合）

その他、御不明な点は、

総括支援担当へ御相談ください。

いいえ

はい要望内容は・・・

道路補修、街路樹、公園、

河川、下水道、水路
ですか？

要望内容は・・・

横断歩道、信号機、

道路標識
ですか？

要望内容は・・・

防災、防犯、

市民利用施設等
ですか？

内容によって相談先

が異なるので、確認

が必要だね。

別紙１



御要望について 

各地区連合から御要望がある場合は、「要望書」を作成し、ご提出ください。 

１ 対象となる内容 

防災、防犯、市民利用施設の補修など 

※各種要望の相談先につきましては、別紙１「連絡先フローチャート」を参照ください。

（既に電話や窓口、文書等で、直接所管課に御連絡いただいている場合は、提出不要です。） 

２ 提出方法 

【提 出 先】地区担当の部長または課長（総括支援担当） 

３ 回答時期 

案件の内容にもよりますが、要望書をいただいてから、概ね２か月程度で回答いたします。 

【土木事務所への直接依頼について】 

道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等土木事務所に

関連する案件は、より迅速且つ正確に対応する必要があるため、下記のいずれかの方法で直

接、旭土木事務所に御連絡をお願いします。 

■電話：045-953-8801 ■ＦＡＸ：045-952-1518

■電子メール：as-doboku@city.yokohama.lg.jp

※ＦＡＸや電子メールによる要望につきましては、旭土木事務所から内容確認の御連絡

をする場合がありますので予めご了承下さい。 

【お問い合わせ】 

旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階 21番窓口）奥村、佐藤、板橋 

TEL：954-6028、FAX：955-3341、Email：as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp

別紙２



 
 

令和  年  月  日  
旭区長あて 

地区連合自治会町内会名：                 
会長氏名：                   

 

要 望 書 
 

次のとおり、             地区の要望書を提出しますので、回答願います。 
 
 
 
 
 
※御要望の種類について該当するところにレ点を入れてください。 
□市民利用施設の整備  □市民利用施設の補修   □防災   □防犯      
□その他（                                             ） 
※注意…道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等の御要望は直接土木事務所
へ御連絡ください。 

＜注意事項＞ 
（１）要望書作成にあたっては、別紙の記入例を参考に、１件につき１枚の様式を使って御記入ください。 

御要望が複数ある場合は、コピーしてお使いください。 
（２）特定の場所に関する要望の場合は、地図等を添付してください。 
（３）市役所以外の関係行政機関・団体（警察署・公共交通機関等）及び土木事務所に対する御意見・御要望は、

該当機関に直接提出してください。（要望書作成等の御相談は随時お受けします。） 
（４）緊急対応が必要な場合や、要望内容の詳細をお聞きする場合がありますので、要望内容について詳しい方

の連絡先（氏名及び電話番号）を必ず御記入ください。また、御記入いただいた連絡先は、関係部署、機
関（区・市役所の各局、県・国の機関、警察署等）にお知らせし、関係部署、機関から直接詳細をお伺い
する場合がありますので御承知おきください。 

（５）地区連合自治会町内会名、連合自治会長の役職・氏名は、開示請求の際の開示対象となります。あらかじ
め、御了承ください。 

 (６）案件の内容にもよりますが、要望書をいただいてから、概ね２か月程度で回答いたします。 
回答方法は別途調整させていただきます。 

要望の要旨 説   明 備考 
  別紙資料 

 
有 ・ 無 
※○をつけてくださ

い。 

横浜市使用欄 受理日：令和   年   月   日 ／ 持込 ・ 郵送 ・ その他（       ） 

〈要望に関する連絡先〉 

自治会・町内会名： 
氏 名： 
電 話 番 号： 



 
 

令和７年 ４月 １日  
旭区長あて 

地区連合自治会町内会名： ●●地区連合自治会町内会   
会長氏名： ▲▲ ▲▲             

 

要 望 書 
 

次のとおり、     ●●      地区の要望書を提出しますので、回答願います。 
 
 
 
 
 
※御要望の種類について該当するところにレ点を入れてください。 
□市民利用施設の整備  □市民利用施設の補修   ☑防災   □防犯      
□その他（                                             ） 
※注意…道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等の御要望は直接土木事務所
へ御連絡ください。 

＜注意事項＞ 
（１）要望書作成にあたっては、別紙の記入例を参考に、１件につき１枚の様式を使って御記入ください。 

御要望が複数ある場合は、コピーしてお使いください。 
（２）特定の場所に関する要望の場合は、地図等を添付してください。 
（３）市役所以外の関係行政機関・団体（警察署・公共交通機関等）及び土木事務所に対する御意見・御要望は、

該当機関に直接提出してください。（要望書作成等の御相談は随時お受けします。） 
（４）緊急対応が必要な場合や、要望内容の詳細をお聞きする場合がありますので、要望内容について詳しい方

の連絡先（氏名及び電話番号）を必ず御記入ください。また、御記入いただいた連絡先は、関係部署、機
関（区・市役所の各局、県・国の機関、警察署等）にお知らせし、関係部署、機関から直接詳細をお伺い
する場合がありますので御承知おきください。 

（５）地区連合自治会町内会名、連合自治会長の役職・氏名は、開示請求の際の開示対象となります。あらかじ
め、御了承ください。 

 (６）案件の内容にもよりますが、要望書をいただいてから、概ね２か月程度で回答いたします。 
回答方法は別途調整させていただきます 

要望の要旨 説   明 備考 
  別紙資料 

 
有 ・ 無 
※○をつけてくださ

い。 

横浜市使用欄 受理日：令和   年   月   日 ／ 持込 ・ 郵送 ・ その他（       ） 

〈要望に関する連絡先〉 

自治会・町内会名： あさひさんさん自治会 
氏 名： 旭  太 郎  
電 話 番 号： ０４５－９５４－６０２８ 

記入例 要望書が複数ある場合は、地区連合でとりま

とめをお願いします。また、１枚ずつ地区連合

町内会長名を御記入の上、総括支援担当へ御提

出ください。 

地区連合自治会町内会名、連合町内会長の役職・氏名は、 
原則、開示請求の開示対象です。 

自 治 会 ・ 町 内 会 名 は 、 
原則、開示の対象です。 

要望に関する連絡先の氏名、 
電 話 番 号 は 、 非 開 示 で す 。 

※これまで、既に電話や窓口、文書等で、直接所管の部

署に御意見・御要望等を御連絡いただいていた内容に

ついては、あらためて御提出いただく必要はありませ

ん。 









○あさひ安全・安心かわら版とは？

 「あさひ安全・安心かわら版」は、携帯電話またはパソコンの「メールアドレス」を登録する

だけで、旭区内の安全・安心に関する各種情報を受信できるシステムです。 

旭区内で発生した犯罪の発生状況や徘徊情報、防災等の情報を配信しています。 

地域の防犯活動や高齢者・お子様への注意喚起等の一助として、お役立ててください。 

※登録は無料です。（通信料は別途かかります。）

○配信情報

◇定期配信情報（週１回程度）

・区役所職員、警察署員、子・孫を名乗る特殊詐欺等の不審電話への注意喚起情報

・旭区内の犯罪発生情報※

※週単位で旭警察署が認知した旭区内の街頭犯罪（空き巣、ひったくり、車上ねらい、自動車盗等）

の町丁名別発生状況 

◇臨時配信情報
・徘徊ＳＯＳ情報 ・防災関連情報

・重大犯罪発生情報、不審者情報 ・その他

○登録方法【Ｅメール（携帯電話・パソコン）】

１．メーリングリスト申請画面を表示し、画面から「読者登録」を選択 

２．登録したいご自身のメールアドレスを入力 

３．入力したご自身のメールアドレスあてに確認メールが届きます。 

４．届いたメール画面上の URL にアクセスし、「申し込む」を選択。

５．再度ご自身のメールアドレスあてに読者登録のお知らせが届き、完了。 

お問合せ/旭区総務部総務課 ☎：045-954-6007 fax：045-951-3401 
E-mail：as-anzen@city.yokohama.jp

 

【申請画面ＱＲコード】 

【申請画面】 

「読者登録」 

を選択

区連会 資料４－２ 

あさひ安全・安心かわら版 
～まちの安全・安心情報～ 

mailto:as-anzen@city.yokohama.jp


  

地区連合自治会町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

旭 区 総 務 課 長  

 

国が実施する全国瞬時警報システム（Jアラート）の 

令和７年度全国一斉情報伝達試験について（お知らせ） 

 

次のとおり、全国一斉情報伝達試験放送を行います（令和７年度全４回）。 

この試験放送は、総務省消防庁等が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊ

アラート※）を用いて、試験情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、実施するもの

です。 

※Ｊアラートとは、緊急地震速報、津波情報、武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを

通じて瞬時にお伝えするシステムです。 

 

１ 日時（予定） 

（１）令和７年５月 28日（水）午前 11時頃 

（２）令和７年８月 20日（水）午前 11時頃 

（３）令和７年 11月 12日（水）午前 11時頃 

（４）令和８年２月６日（金）午前 11時頃 

 

２ 放送場所（区内 11か所） 

旭区役所 白根小学校 左近山特別支援学校 都岡消防出張所 

さちが丘小学校 東希望が丘小学校 本宿中学校 若葉台小学校 

さちが丘消防出張所 二俣川小学校 上川井小学校  

 

３ 放送内容等 

[J アラートの試験放送] 

♪ ピンポンパンポン（上り４音チャイム） 

「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回繰り返し） 

♪ ピンポンパンポン（下り４音チャイム） 

 

※ 災害等により試験放送を中止する場合等、本市防災スピーカーのホームページでお知らせ 

します。 

 【本市防災スピーカーのホームページ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/bosai/bousaispeaker.html 

【お問合せ先】 

担当：旭区役所総務課庶務係 

TEL：954-6007  FAX：951-3401 

E-mail：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ７ 年 ４ 月 1 8 日 

旭 区 役 所 

区連会 資料４－３ 
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各連合自治会町内会長 様 

各自治会町内会長 様 

旭区総務課長  

 

「緊急時情報伝達システム」の登録について（御依頼） 

 

本システムにつきましては、令和２年度から自治会町内会長の皆様に御登録をお願いしており

ます。今年度も同様の運用をさせていただきますので、引き続き御協力をお願いいたします。 

（参考）緊急時情報伝達システムとは 

    避難指示等が発令された際に、対象地域の住民へ速やかに情報をお伝えするため、 

事前に登録いただいた電話番号へ音声情報を発信するシステムです。 

また、双方向機能を活用し、受信者側からの回答を集約することも可能となります。 

１ 登録者数 

  174件（令和７年４月１日時点） 

 

２ 令和７年度の運用について 

  緊急時の情報伝達手段を多様化し、必要な情報を速やかに発信していく手段として、令和６年

度同様に本システムを運用していきます。 

（１）発信内容について 

   避難指示等及び送受信訓練のほか、次の内容を発信いたします。 

ア 風水害時の避難指示等 

イ 防災関連情報（台風の接近情報など） 

ウ 送受信試験 

エ その他緊急に伝達が必要なもの 

（２）登録対象について 

   次の方々への登録をお願いしています。 

   ア 連合自治会町内会会長 

   イ 自治会町内会長 

   ウ 川井地区に在住で希望する方 

緊急情報等を発信させていただくため、連合自治会町内会長及び自治会町内会長の皆様には、

ぜひ登録の御協力をお願いいたします。 

（３）登録方法について 

   別紙「登録用紙」にて、５月 30日（金）までにメール、郵送、ＦＡＸ、持参いずれかの方法

でご報告をお願いします。 

   また、以下の電子申請システムからも登録は可能です。 

   ※すでに登録していただいている方の提出は不要です。 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

担当：旭区役所総務課庶務係 

TEL：954-6007  FAX：951-3401 

E-mail：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 

 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ７ 年 ４ 月 1 8 日 

旭 区 役 所 

区連会 資料４－４ 

電子申請システムはこちらの二次

元コードを読み込んでください。 

mailto:as-anzen@city.yokohama.lg.jp


別 紙 

緊急時情報伝達システム登録申請書 

 
 令和７年  月  日 

 旭 区 長 
 
 私は、旭区が運用する「緊急時情報伝達システム」の趣旨を理解し、次のとおり電話番

号等のデータ登録を申請します。 
  

団 体 名  

登 録 者 役 職  

氏    名  

登録電話番号 －    － 
 

【登録時の条件】※ 希望する場合には、□内にレ点をお願いします。 

□ 居住地域に該当しない緊急情報も送信してほしい。 

 
■お知らせ 
・ 登録データの変更又は削除を希望する場合には、区役所総務課まで連絡をお願いし

ます。 
・ 登録する個人情報は、本システム以外の用途に使用しません。 
・ 登録者が団体代表者を退任したことを確認した場合、区役所が登録を抹消します。 
・ 登録者へ年度内に１回以上の送受信試験を実施します。 

   試験音声の最後にボタン操作をしていただくことで、応答を確認させていただきま

す。 
 ・ 令和７年５月 30日（金）までに提出をお願いいたします。 
  
 

整理番号： 



令和７年度 緊急時情報伝達システムの運用について

１ 運用イメージ（風水害時）

３ 受信時に皆様が行う操作

①台風や大雨により、
避難指示が発令！

②区役所から登録者に
情報発信

③登録した電話で
情報を受信・回答

④自宅２階への在宅避難など、
情報に応じた行動を行う

(1)御登録いただく方
連合自治会町内会長の皆様、自治会町内会長の皆様

(2)登録方法
申請書を郵送、メール、ＦＡＸ、持参いずれかの方法で総務課へ

御提出をお願いいたします。
また、電子申請システムでの登録も可能です。
登録いただく番号は、固定電話でも携帯電話でも可能です。

【発信される内容例（試験の場合）】
「訓練、訓練、こちらは、旭区役所です。
●●川が、避難判断水位を超えました。氾濫する恐れがあります。そのため、避難所を開設しました。
（中略）
現在の状況を、次の内容から選択してください。
避難所に避難される方は「１」を、家の中の高いところに避難される方は「２」を、避難する必要がな

いと判断された方は「３」を選択してください。
訓練、訓練、以上をもちまして、旭区役所からの緊急情報の伝達と、受信されました皆様の状況確認試

験を終わります。御協力ありがとうございます。」

発信は、050-3188-8830の番号から行われます。必要に応じ、電話帳等に登録をお願いいたします。
上記「発信される内容例」のように、必要な情報が流れます。現在の状況等を確認させていただ

くことがありますので、メッセージは必ず最後までご確認ください。
なお、電話に出ることができなかったり、メッセージを再度聞きたい場合は、リダイヤルしてい

ただくと、同じ内容を確認することができます。

４ 登録について

(1) 風水害時の避難指示等
(2) 防災関連情報（台風の接近情報など）
(3) 送受信試験
(4) その他緊急に伝達が必要なもの

２ システムを使用し発信する内容

【お問い合わせ先】

■ 登録及び防災に関する発信について
担当：総務課庶務係
TEL：954-6007 FAX：951-3401
E-mail：as-anzen@city.yokohama.lg.jp

裏面あり

電子申請システムはこ
ちらの二次元コードを
読み込んでください。

mailto:as-anzen@city.yokohama.jp


【参考】スマートフォンでキーパッドを表示する方法について

機種によって異なりますが、通話中の画面に「キーパッド」の表示をタッチすると、ボタ
ンが表示されます。
緊急時情報伝達システムで、ボタン操作を求められた場合は、こちらを参照し応答をお願

いします。
機種により、画面下部に表示される場合もあります。

通 話 画 面 キーパッド
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旭区役所地域振興課

発　行

編　集

事務局
TEL:045-954-6099

だより

旭区マスコットキャラクター
 あさひくん
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全文は二次元バーコードから
ご覧いただけます。
また、区役所で配布しています。

　青少年指導員が取材や記事の作成を行い、広報部会で編集した広報
紙です。 令和６年度下半期のイベントや各地区の活動について
青少年指導員の目線で紹介しています。

を発行しました

旭区青少年指導員連絡協議会

広報部会

令和６年10月20日（日）
「竹細工教室」ブースを出店！

旭区内19地区のうち、
10地区分の活動を紹介し

ています。

令和６年
11 月２日（土）、23日（土）

こども自然公園にて親子で楽しめる
野外イベントを開催！

令和７年２月１日（土）
旭スポーツセンターにて、
小学生から大人まで

300名以上が参加しました。

令和７年３月発行掲示用

第 34 回

旭区大なわとび大会 地区だより
第 19 回

旭ふれあい区民まつり
旭区親子野外自然体験活動

区連会 資料４ー５ 



旭区親子野外自然体験活動
　令和６年度は、11月２日（土）と 23日（土）の２回
にわたり開催しました。１回目は生憎の雨模様とな
り、予定していたモルックは中止となりましたが、
ウォークラリーと野外炊事を実施しました。雨の中
でも青少年指導員たちは予定通り会場に集まり、イ
ベントの準備をしていた忙しい姿が印象的でした。
青少年指導員たちは丁寧に子どもたちに薪割りや火
起こしの方法を教え、子どもたちも指導を受けなが
ら実際に体験をしていました。冷え込みが厳しい季
節の中、青少年指導員が準備した豚汁などの食事で
心まで温まりました。普段の生活ではなかなか体験
できないアクティビティを通じて、親子や家族間の
絆を深める機会が提供され、笑顔があふれる一日と
なりました。
　２回目は天気にも恵まれ、冷たい風が冬の訪れを
感じさせる中、広い園内を歩きながら親子で大自然
を満喫しました。その後、ドーナツ広場で予定通り
モルックを楽しむことができました。冬の冷たい風

が吹く中、子どもたちも大人も真剣な表情でモルック
のスコアを競い合い、笑顔が絶えませんでした。
　２日間の活動を通じて、参加者の笑顔や感想から、
多くの方々に満足していただけたことを大変嬉しく思
います。これからも自然を感じながら楽しめる活動を
企画し、さらに多くの笑顔に出会えるよう努めてまい
ります。

　私たち旭区青少年指導員は区内19地区の集まりです。
今回９5号では半数の10地区の活動をまとめてみました。
各地区いろいろな活動を通し地域の子どもたちを見守っています。
ぜひ皆様のお住まいの地区の催しに参加してみてください。

第 95 号
旭区青少年指導員連絡協議会

広報部会

旭区役所地域振興課
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TEL:045-954-6099

だより

令和７年３月発行
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令和６年度 活動記録　２月１日（土）、旭スポーツセンターで第19回旭区
大なわとび大会が開催されました。旭区の16地区から、
小学生低学年、高学年、大人が混ざった混合チームの
合計36チーム、延べ311名が参加し、熱戦を繰り広
げました。
　
　開会式と準備体操を終え、いよいよ競技が開始され
ました。まずは低学年の部から始まり、高学年、そし
て混合の順で進んでいきます。体育館には、縄が床を
叩く音と「1、2、3、4...」という元気な掛け声が響
き渡ります。練習ではなかなかうまく跳べなかったチー
ムも、本番では集中力を発揮し、次々と記録を更新し
ていきます。

　各チームはたくさん跳ぶために様々な工夫を凝らし
ていました。縦一列だけでなく横一列に並んだり、2
列になって体を寄せ合ったり。引っかかった人が次々
に入れ替わるチームもありました。縄の回し方もチー
ムによって様々で、速く回すチームもあれば、ゆっく
りと安定したリズムで回すチームも。たくさん跳べて
いるチームは同じテンポで縄を回しているように見え
ました。息の合った縄回しとジャンプが、記録更新の
鍵を握っているようでした。

　大会を終え、各チームの絆はより一層深まったこと
でしょう。一つの目標に向かって共に練習し、励まし
合い、喜びを分かち合う。大なわとびは、体力向上だ
けでなく、チームワークや協調性を育む素晴らしいス
ポーツだと感じました。参加した皆様、本当にお疲れ
さまでした。来年もまた、熱気あふれる大なわとび大
会を開催したいと思います。

旭区大なわとび大会
第１9回

小学校低学年の部 小学校高学年の部 混合の部

大会
結果

ウォークラリー

火起こし

旭ふれあい区民まつり第34 回

　10月20日（日）、 旭ふれあい区民まつりが、 鶴ケ峰商店街協同組合駐車場、 
区役所、 公会堂など複数の会場で開催されました。
　青少年指導員は、毎年、 全市統一行動キャンペーンと竹細工教室を行います。
　キャンペーンでは、 全市統一行動標語「子どもの笑顔は社会のたから」のチ
ラシやウェットティッシュなど約1000セットを配布しました。
　竹細工教室では、 「竹トンボ」 「竹の花びん」 「竹のけん玉」 「竹ぽっくり」 「ぶ
んぶんまる」 「竹笛」の６つの製作指導を行いました。 地域の竹を使い、鋸（の
こぎり）や小刀、錐（きり）、なたなど、 普段あまり使うことのない道具を使っ
てのエ作でしたが、 青少年指導員が、 ひとりひとりにつき、 作り方を指導しながら作りました。 小さい子どもから
お年寄りまで、 幅広い世代の方が、 楽しそうに作品を作っていました。完成した「竹ぽっくり」で歩いたり、 「竹
トンボ」を飛ばしたり、 「竹笛」を嗚らしたり、 「花びん」を自慢げに見せ合ったり、 テントの周りは、 嬉しそうな笑
顔にあふれました。

10 月 19 日旭ふれあい区民まつり
「竹細工教室」

旭区役所周辺

11 月   1 日
11 月 29 日

こども自然公園、
同青少年野外活動センター

旭区親子
野外自然体験活動

土

土
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旧若葉台西中学校（予定）

令
和
７
年
度
の

行
事
予
定

1 位　二俣川ニュータウン 149回

2位　左近山 　58回

3位　旭南部 　46回

1位　旭南部 83回

2位　笹野台 63回

3位　希望が丘 61回

1位　旭南部 165回

2位　二俣川ニュータウン 121回

3位　白根 　60回

旭中
央地

区

　夏休みに入ってまもなく、旭中央地区恒例の夕涼み会を実施しました。コロナ前までは子ども会が
主体で行っていた行事ですが、危険な火を扱うこともあり青少年指導員が引き続き実施することにな
りました。

　行事は３部構成で、モルッ
クなどでの外遊び体験、カ
セットコンロを使用した
ポップコーンやホットドッ
クづくり（おやつタイム）、
そして日が暮れてのお楽し
み花火大会です！

　おやつタイムは大人が中心です。（食い意地が張っている？）
子どもたちは遊び疲れた人から、棒つきアイス、焼きそば、
フランクフルト、焼き鳥を頬張っていました。
　そして最後に花火大会です。火をつけることもできない子
どももいれば、火のついた花火を振り回す子もいました。日
が落ちてからは、中高生向けの吹き出し花火の10連発でした。
みんなそれぞれ日頃できない経験をしてもらえれば、大変嬉
しいです。

市沢
地区

  夏の恒例　夕涼み会

　市沢地区青少年指導員は市沢小おやじの会・ペンギンおやじの会との合同企画が多く、子どもたちとのふ
れあいを大切にとの思いで毎年６月に「ほたる観賞の夕べ」を開催しています。今年度は沢山のほたるが飛
び交う姿に感動することができ、参加者約70名が市沢の自然に感謝する日となりました。
　６月中旬には地引網ツアーを開催し、総勢55名の参加者と共に南房総での地引網を体験することができま
した。鯛やイナダ・ひらめ等のさかなを取り、子どもたちに食育を通した体験を喜んでもらいました。

　青少年指導員として地域の盆踊り大会ではかき氷を販売。また、神社例大
祭・市沢小フェスタではバナナチョコを販売し、子どもたちに喜んでもらっ
ています。
　毎年１月の第２土曜日には、市沢っ子餅つき大会を開催しています。未就
学児を始め子どもたちに餅つき体
験を楽しんでもらっています。
　また、７月と８月の夏休み期間
に市沢地区青少年指導員主催によ
る西谷中教職員・西谷中 PTA・
市沢小教職員・市沢小PTA との
合同パトロールを実施し、地域
の見守りに貢献しています。

市沢地区活動報告

モルック 輪投げ

水鉄砲

コイン落とし

やっぱりモルックは人気です。



ペットボトルロケットを飛ばそう！
　7 月15日 ( 月 ) に若葉台地区センター主催、若葉台地区青少年指導員連絡協議会の運営で
「ペットボトルロケットを飛ばそう」が行われ、当日は20組の参加がありました。
　ペットボトルロケットの作成は、一人で頑張る子、保護者の方と協力して作成する子と様々
でしたが、自分なりの装飾もして個性豊かなロケットを作っていました。
　今年のペットボトルロケットは例年に比べてとてもよく飛びました。ペットボトルロケット
が描く放物線はまるでドジャースの大谷選手のホームランのようで圧巻でした。
　　水びたしになりなが
らも夢中になって飛ば
す子もいて、PTA など
地域の皆さまにも参加
して頂いて、大勢で笑
顔あふれる楽しい催し
となりました。

若葉
台地

区

白根
地区

　白根地区では、 青少年指導員主催行事として、 小中学生達との
交流を目的に、８月の地域清掃活動と３月のモルック大会を開催
しております。
　地域清掃活動は、 毎年夏休みの思い出つくりとして夏休み最後
の土曜日午前に行っており、 今回で 20 回目となりました。
　今年度は、８月24日（土）白根公園にて小学生11名、中学生６名、
先生や地域団体有志の大人16 名が集合して、青少年指導員と３
グループに分かれて、 白根公園・白根地区センタ ー・鍛冶久保公
園それぞれの周辺のゴミ拾いを実施しました。
　子どもたちが競うようにゴミを見つけては我先に拾う様子は
ゲームとして楽しんでいるかの様でした。
　拾ったゴミは種類別に分別し、８袋分となり、 最後に小中学校
の両校長先生より、 子どもたちが暑い中元気に地域の美化に貢献
した事をほめていただきました。
　連日猛暑日が続き、 ためらいがある中での実施でしたが、 体調
を崩すこともなく無事に終了しました。
　とはいえ、 かつてのように７月下旬～８月中旬が暑さのピーク
だった頃とは違い、 猛暑が長く続く近年、 イベント開催時期の見
直しが今後の課題となりました。

地域清掃活動

川井
地区

旭北
地区

　青少年指導員連絡協議会主催のモルック大会が、12月15日（日）冬日和の中、今宿中沢公園で開催されました。
大人も含めて30名程の参加で楽しく盛り上がったイベントとなりました。
　午後１時に集まり、最初にモルックのルール説明と実演を行い、２コートに分けてゲームを始め、それぞ
れチーム対戦で進めて行きました。勢いよくスキットルを弾く人や惜しくも狙った通りに投げられず悔しが
る人、50点オーバーして点数が戻り残念がるなど、みんな、最後はもう１ゲームしたいとリクエストもあり
ました。
　　終了後に参加賞を受
け取り、嬉しい笑顔で
大会を終えることがで
きました。来年度以降
も楽しいイベントを企
画致しますので、是非
ご参加ください。

モルック大会二俣川
ニュータ

ウン地
区

　学校・家庭・地域連携事業の一環として、都岡中学校と３つの小学校（都岡小学校、川井小学校、上
川井小学校）エリアでゴミ拾いを行う“地球環境クリーン作戦”を、昨年より暑さ対策のために12月に開催、
今年度は７日に行いました。５つの町内会、PTA協力の下、小学生52名、中学生191名、総勢 396名
でそれぞれの地域の清掃活動を行いました。
　クリーン作戦は、今回で22回目を迎え、子どもたちは仲間どうし笑顔で空き缶や、たばこの吸殻等を
拾いました。ゴミを拾う人はゴミを捨てない。町内会のレクリエーションや地域のお祭り等の人との関
わりの中で、自分らしく生きていくという想いが一層広がっていけば良いと願っています。

持続可能な取組み

　私たち旭北地区の青少年指導員は10 月に、地域の子どもたちとモ
ルックの練習試合を行いました。モルックはルールが簡単で、狙いを
定めて投げる技術や戦略が求められるものの、子どもから大人まで楽
しめるスポーツです。
　まず基本的な投げ方を練習し、狙ったピン（スキットル）を倒すコツ
を学びました。練習試合では、子どもたちは作戦を考えながら真剣に
プレーし、仲間と協力する姿が印象的でした。ミスをしても励まし合
い、試合が進むにつれて成長が感じら
れました。最終的に子どもチームが優
勝し、大きな歓声が上がりました。
　試合後、「もっとやりたい！」という
声が多く上がり、モルックの魅力を実
感しました。今後もこうした活動を通
じて、子どもたちの成長を支えていき
たいと思います。

モルック研修会

地 区 だ よ り

旭区内 1９地区のうち、10 地区分の活動を紹介します。

鶴ヶ峰
地区

左近
山地

区

　鶴ヶ峰地区では、主催事業、連携派遣事業など多くの行事があります。なかでも、お正月の
風物詩となっているのが、どんど焼きです。令和７年は、１月１２日（日）に鶴ヶ峰公園で開かれました。
　今年度は、コロナ禍で中断していたお団子の提供を５年ぶりに再開しました。朝から青少年指導員は、
竈に薪を焚べ、湯沸かししてお米を蒸したり、杵を握るつき手と返し手の息の合った餅つきなどの準備
作業に打ち込みました。午後に松飾りや注連縄（しめなわ）、古いお札などでできた山に、火入れが行わ
れました。勢いよく立ち上がる炎
に参加者から感嘆の声が上がりま
した。
　「御神火（ごじんか）」が下火になっ
た頃合いに、子どもも大人も一年
の思い思いの願いを込め、長い竹
竿の先に付けたお団子を焼く姿が
印象的でした。

　今宿地区では毎年夏休みの時期に、お互いの交流を目的として、地区内３校の小学生を対象としたキャン
プを今宿連合会館で行っています。今年は小学生 25 名が参加しました。
　料理としては、カレー、飯ごう炊飯、ナン作りを体験し、夕食でおいしくいただきました。特にナン作り
では小麦粉からの手作りに子どもたちの真剣に取り組む姿勢が感じ取れました。
　「高齢者とのふれあい」では、地域のご年配の方と、輪投げ、ブーメラン作りを楽しみました。この交流は「元
気な街づくり」の一環として毎年実施しています。他、今宿一長い糸電話、水風船遊び、スイカ割りを行い、
夕食後は打上花火やキャンプファイヤーで締めくくりました。
　子どもたちからは、「とても楽しかった」「夏休みのいい思い出になった」との声をもらいました。来年度
も多くの子どもたちに参加してもらえるよう、さらに充実したキャンプにしたいと思います。

「今宿ふれあいキャンプ」

どんど焼き

今宿
地区

　左近山地区では毎年子どもたちとグループ
を作り、夏に開催される団地祭に参加してい
ます。今年は15名のメンバーが参加し清涼飲
料水の販売と舞台イベントで「〇×クイズ」
を行い、その問題作成からクイズの出題を子
どもたちメンバーが行いました。
　また令和５年７月より地区でモルック競技
を紹介するためモルック体験を月１回継続中
です。地元老人会に広がり始めました。
　私たち青少年指導員の活動は小学校の協力
が不可欠で、できるだけ負担をお掛けしない
よう工夫して協力を頂いております。

左近山の活動

第 21回








	2025年4月旭区連会定例会次第 
	202504_01-01
	202504_01-02
	202504_02-01
	202504_02-02
	202504_02-03
	202504_02-04
	202504_02-05
	202504_02-06
	202504_02-07
	202504_02-08
	202504_03-01
	202504_03-02
	202504_03-03
	202504_03-04
	202504_03-05
	202504_03-06
	202504_03-07
	202504_03-08
	202504_03-09
	202504_04-01
	202504_04-02
	202504_04-03
	202504_04-04
	202504_04-05
	202504_04-06



